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     午前１０時００分 開会・開議 

○議長（早坂忠幸君） 皆さん、おはようございます。 

  本日は大変ご苦労さまです。 

  ただいまの出席議員は16名であります。４番味上庄一郎君より遅参届が出ております。 

  定足数に達しておりますので、これより令和３年加美町議会第４回定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  議長の諸般の報告につきましては、資料のとおりとなっておりますので、ご覧いただきたい

と思います。 

  町長の行政報告につきましては、文書で報告がありましたので、ご覧いただきたいと思いま

す。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（早坂忠幸君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  12番一條 寛君、13番伊藤信行君を指名いたします。 

                                            

     日程第２ 会期の決定 

○議長（早坂忠幸君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期については、議会運営委員会から答申がありましたとお

り、本日から12月15日までの８日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（早坂忠幸君） ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は12月15日までの８日

間と決定いたしました。 

                                            

     日程第３ 一般質問 

○議長（早坂忠幸君） 日程第３、一般質問を行います。 

  一般質問の順序は、通告のあった順序で行います。 

  それでは、通告１番、12番一條 寛君の一般質問を許可いたします。ご登壇願います。 

     〔12番 一條 寛君 登壇〕 

○12番（一條 寛君） おはようございます。 

  議長の許可をいただきましたので、通告どおり３問、一般質問をさせていただきます。 



- 4 - 

  １問目は、ヤングケアラーについてであります。 

  家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家庭、

家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っているヤングケアラーといわれる18歳未満の

子どもが、厚生労働省と文部科学省の実態調査において、中学生はクラスに２人以上、全日制

の高校でも１人ないし２人いるとの結果が公表されました。 

  そこで、以下の点を伺います。 

  ①ヤングケアラー問題をどのように認識されていますか。 

  ②ヤングケアラーの実態を把握していますか。 

  ③支援策をどのように考えていますか。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

     〔町長 猪股洋文君 登壇〕 

○町長（猪股洋文君） おはようございます。よろしくお願いします。 

  ヤングケアラーの問題、教育委員会とまたがりますが、私から代表して答弁をさせていただ

きたいと思います。 

  ヤングケアラーにつきましては、議員がおっしゃるとおり、この法令上の定義はありません

けれども、一般的に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って

いる子どもとされております。 

  １番目のご質問でありますが、ヤングケアラー問題をどのように認識しているかということ

でございますが、この問題は少子高齢化、核家族化、それから共働きの増加あるいは経済的な

家庭の状況、こういったことなどの変化など様々な要因から起こっているのだろうと認識して

おります。 

  本来、児童・生徒が家庭において家事の手伝いや家族のお世話をすることは、家族の一員と

して大切な役割であるとは考えています。しかしながら、この役割が児童・生徒の年齢や成長

の度合いに見合わず重い責任や負担になり、学校に行けない、宿題や勉強をする時間がない、

あるいは部活動が満足にできないなど、本人の育ちや学校生活に何らかの支障が出ている状況

を招いていると。また、子どもらしい生活が送れないといった状況などもあるということで、

このヤングケアラーの問題、大きな問題だと認識をしております。 

  また、この問題の特徴として、家事の手伝いや家族の世話をすることは当たり前のことと周

囲から認識されていることが多いということ、あるいは本人や家族がヤングケアラーの自覚が
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ないという場合、また悩みを抱えているがなかなか言い出せないという場合など、家庭のデリ

ケートな問題として表面化しにくい問題であるとも認識をしております。 

  ２番目のご質問の、その実態を把握しているかということでありますが、学校では、児童・

生徒の教育相談や家庭内や学校で問題を抱えていないかという視点から、学校生活に関するア

ンケートを７月、11月、３月に実施して実態把握に努めております。ただ、各家庭のプライバ

シーにまで踏み込んだ状況把握というのはなかなかできておりませんので、ヤングケアラーの

実態把握については非常に難しい問題であるなと、課題であるなと思っております。 

  一方、特に虐待リスクの高い要保護児童のいる家庭において育児放棄、ネグレクトですね、

ということで、児童虐待実務者会議等で議題に上がることがあります。虐待や育児放棄といっ

たヤングケアラー問題を含む、より大きなリスクを持った家庭としての把握というのは行って

いるところでございます。 

  実際にあった事例では、中学生や高校生で、その下の小さな子どもがいる家庭において、親

に代わって幼い兄弟の面倒を見させられているのではないかという近所からの通報が入りまし

て、その際、警察など関係機関で対応したということがありました。 

  このように、ヤングケアラーとしての実態把握は難しいところでありますけれども、アンケ

ート内容の改善や、支援が必要な家庭や気になる児童の行動の背景にヤングケアラーの可能性

がないかという視点を持ち、児童・生徒の見守り、ヤングケアラーの理解を深める指導を行っ

ていくことで、児童・生徒が発するＳＯＳを確実に受け止められるように努めてまいりたいと

考えております。それとともに、学校、教育委員会、児童相談所、警察など関係機関と連携し

ながら、今後も状況の把握に努めてまいりたいと考えております。 

  ３番目の、支援策をどのように考えているかという点についてでございます。 

  先ほど述べましたアンケートで特に気になる児童・生徒については、校内でのケース会議に

より情報共有を行い、必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活

用した相談支援を行っております。学校の教職員は、児童・生徒と接する時間が長く日々の生

活の中で気づきやすいため、ヤングケアラーの視点を持ちいつでも気軽に相談できる体制づく

りに努めてまいります。また、相談窓口としまして、４月に子育て支援室に新設された子育て

支援係による相談体制を確保しておりますので、学校以外の場面でもこの問題に対処していき

たいと考えております。 

  その他、児童相談所による相談専用ダイヤル、文部科学省の24時間子どもＳＯＳダイヤル、

法務省による子どもの人権110番などの周知を図りながら様々な場面から情報共有を行い、関
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係機関と連携をしながら支援に取り組んでまいりたいと考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） いろいろありがとうございました。 

  今、虐待も含めてヤングケアラーの可能性のある家庭といいますか生徒といいますか、具体

的に今加美町に何人かおられるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 子育て支援室長。 

○子育て支援室長（鎌田 征君） 子育て支援室長でございます。 

  子育て支援室では、先ほど町長からもありました虐待やネグレクトといったヤングケアラー

が疑われる世帯について数件把握してございます。その大半が、親御さんに何らかの問題があ

って遅い時間に下の子の面倒を見させられたり家事などの協力を強いられているというところ

でございます。 

  件数については、数件ということでよろしくお願いいたします。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 以前からあったんだと思いますけれども、最近表面化してきた問題であ

りまして、学校の先生方含め、また職員の方も含めてヤングケアラーということに関する認識

とかこの辺がまだまだ深まっていない状況もあるかと思うので、この辺のヤングケアラーとは

何なのかということの研修とか、あと町民への啓発とかということをしていく必要があると思

うんですけれども、その辺の研修、啓発への取組の考え、ありましたらお伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（上野一典君） 教育総務課長でございます。 

  そこら辺、一條議員が言ったとおりで、学校の方もまだ認識がちょっと足りないところがご

ざいますので、なおこのケアラーの把握とかそういう実態調査も含めて促していくように研修

会もちょっと考えていきたいと思います。 

  どうぞよろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） この辺の実態調査も含めてですけれども、この辺の研修とかにも国が財

政支援もするというような情報もありますけれども、この辺の国の財政支援も活用してそうい

うことをやる具体的な計画とかは組まれておるかどうか、お伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 教育総務課長。 
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○教育総務課長（上野一典君） 教育総務課長でございます。 

  まだちょっとそこまで至ってございませんので、国の補助、県補助も含めてちょっと検討さ

せていただきたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 早期発見が非常に重要な案件だとは思うんですけれども、この辺のヤン

グケアラーの防止として、子どもの権利として、子どもがヤングケアラーとはどういうものな

のか、自分自身、まだ子どもたちも分かっていない、さっきの答弁でもありましたけれども自

覚がない部分もありますんで、これは小学生のときからこのヤングケアラーとはという問題に

ついてしっかり指導といいますか教えていくというか、自分自身がならないためにも、またき

ちっと自覚して相談だとかいろんなことができる体制づくりをする必要があると思うんですけ

れども、この辺の子どもたちへの、小学生時代からのヤングケアラーの認識を深めていただく

対策はどのようにお考えかお伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 教育長。 

○教育長（鎌田 稔君） 教育長です。 

  今後、各学校において、気になる児童・生徒の行動の背景にヤングケアラーの可能性がない

かという視点に立って児童・生徒の見守り、またはヤングケアラーへの理解を深める指導に努

めていきたいと思います。また、アンケート調査の中でヤングケアラーの実態を把握するため

の項目を設けるなど児童・生徒が発するＳＯＳを確実に受け止められるように、そのためにい

ろいろ検討を深めて対応をしていきたいと考えております。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） よろしくお願いしたいと思います。 

  町として、子どもと直接接することが可能な中学生までに家庭や個人を特定して支援につな

げる必要があると思うんですね。それには、スクールソーシャルワーカー、ケースワーカー、

ケアマネージャーなど学校と福祉とのスムーズな連携が重要となると思いますが、それぞれの

見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 教育長。 

○教育長（鎌田 稔君） 教育長です。 

  今後も関係機関と連携をさらに深めていきたいと考えます。教職員は、生徒と接する時間が

長いので日々の子どもたちの変化に気づきやすい存在でありますから、ヤングケアラーの可能

性があるという視点で子どもたちに接し、さらに児童・生徒を見守って、環境改善に向けてい
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つでも気軽に相談できる支援体制、そして必要な支援が届くように適切に関係機関につなげて

まいりたいと考えております。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 介護において、介護される側だけでなくて介護する側にも目を向けた、

何といいますかね、介護行政といいますか、この辺が必要ともいわれていますので、この辺の

ことについてケアマネージャー等にもどのような状態で介護されているのかという部分も含め

て、何といいますか、見ていく視点が大事なのかなと思いますけれども、その辺、介護する側

の視点でどのような捉え方をしていくか、考えがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 子育て支援室長。 

○子育て支援室長（鎌田 征君） それでは、関連でお答えさせていただきます。 

  現在、介護保険の対応者にヤングケアラーはいないと、相談をする方も今の時点ではいない

と伺っております。また、介護認定の中でサービスを利用されているのは約半数だということ

ですが、家庭内介護、これが充実しているのではないかというお話でした。 

  ヤングケアラーの実態として、中学生ぐらいまでですと小さいお子様を見ていると、高校生

ぐらいになるとおじいちゃん、おばあちゃんである介護を担うと、そういう状況があるという

ことですので、今後も状況把握、努めていきたいと思っております。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） スクールソーシャルワーカーが非常に重要な役割を果たすと思うんです

けれども、このスクールソーシャルワーカーの配置を充実させる考えはないかどうか、お伺い

したいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（上野一典君） スクールソーシャルワーカーについては、今現在２名というこ

とで加美町で対応させていただいておりますが、県には随時要求はしておりますので、今後ち

ょっと増やす考えではおります。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） ぜひよろしく、拡充に向けてご努力いただきたいと思います。 

  それから、早期発見のために医療機関が窓口につないだ場合、国の補助があるというような

情報もありますけれども、この辺、医療機関との連携も重要かなと思いますが、この辺、今後

医療機関との連携について何かお考えがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（大場利之君） 保健福祉課長です。 

  医療機関とのその補助金の関係は、ちょっとすみません、私も把握していませんが、虐待等

の通報などでそういった関係は構築しておりますので、ヤングケアラーについても含めて今後

ともそういった構築を考えていきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） さっきの答弁でもあったように、この問題を複雑かつ困難にしているの

がなかなか当事者が見つかりにくいということのようです。また、当事者がなかなか訴えない、

あるいはどこにどのように訴えたらいいか分からない場合もあるようで、そこら辺、相談の前

に匿名で聞いてくれる、気軽に相談できる、アクセスできるＳＮＳ等のツールを活用するなど

子どもを孤立させないための取組の強化も重要と思うんですけれども、この辺の子どもを孤立

させないため、またＳＯＳを気軽に発信できるための、匿名ででも事前相談のような観点も含

めてできるようなＳＮＳ等を使ったそういうものを構築する考えはないかどうか、お伺いしま

す。 

○議長（早坂忠幸君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（上野一典君） 教育総務課長でございます。 

  まだそこの発想はちょっとしておりませんけれども、とりあえず学校ではその把握に努めて

いきたいと思いますので、匿名でその場でちょっとクリアできればいいとは思いますけれども、

一応学校で対応したいと思ってございます。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） じゃあ、よろしくお願いします。 

  次に、２点目に移ります。 

  新庁舎の位置についてであります。 

  新庁舎の建設位置は、条例に矢越の町有地と定められており、変更するためには議会におけ

る特別多数議決によらなければならない政治問題化した案件であると思っております。今後予

定されている新庁舎建設委員会を設置しての検討は適当でないと思います。 

  そこで、以下の点を伺います。 

  ①新庁舎建設委員会での検討事項に位置を含める理由は。また、そのことにより委員の人選

に苦慮することになるのではないですか。 

  ②新庁舎は西田とこだわっていた町長は、どのような形で建設委員会に位置について諮問す
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るのですか。 

  ③建設委員会の答申どおり議会が議決しない可能性を考慮していますか。 

  以上、お願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） それでは、新庁舎の位置について、ご質問３点ございました。一括でお

答えしたいと思います。 

  初めに、新庁舎の位置について考えるとき、これまでの経緯について振り返る必要があるん

だろうと思っております。 

  ご承知のとおり、平成18年３月に学識経験者、町議会議員、公共的団体の役員または職員、

さらに一般住民から組織される新庁舎建設検討委員会により新庁舎に関する事項について答申

がありました。その際、庁舎の位置については役場西側町有地が適地との答申がありまして、

当然、この答申は尊重されるべきであったと考えております。 

  その後、平成22年５月、当時の議会において特別多数で将来の用地、庁舎用地が矢越と定め

られたことも、これも重く受け止めなきゃならないと考えております。 

  しかし、その翌年の８月の選挙におきまして庁舎の位置が最大の争点となり、庁舎の位置は

西田との私の公約が多くの町民に指示されたことは紛れもない事実でありまして、民意を尊重

するという点から極めて重要な結果であったと認識をしております。 

  このような経緯を踏まえまして、現在職員16名で構成する新庁舎整備検討委員会をスタート

させたところです。ここでは、想定される将来の町の在り方や職員の数、それに伴う庁舎の規

模、財政的な見地、見通しなどなど様々な視点から議論し、適正な庁舎の規模や位置について

調査、検証した結果を報告してもらうことになるだろうと考えております。 

  ご質問の新庁舎建設委員会につきましては、加美町新庁舎建設委員会条例において、町長の

諮問に応じ新庁舎建設に関する事項について調査及び審議をする委員会と定められております。

平成22年当時、学識経験者、公共団体の役員または職員、公募による町民の20名で構成され、

新庁舎の望ましい在り方を検証するとともにそれをプロポーザルで選定された設計者に明確に

伝え、竣工までバックアップすることとし、町の基本設計の答申を行っております。 

  今後事業を進めるに当たっては、以前の進め方を踏まえるならば、新庁舎整備検討委員会か

らの報告を受け新庁舎の概要がまとまり、その後議会や町民の皆様にご説明をし理解をしてい

ただくと。その上で、新庁舎建設委員会を設置し議論していただくことになるのではないかと

考えております。 
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  ただし、職員間での調査、検証が始まったばかりですので、現時点では新庁舎建設委員会の

委員の人選や何を諮問するのか、いつ設置するのかなどについては現時点では決まってはおり

ません。 

  また、ご質問の建設委員会の答申どおり議会が議決しない可能性もあるのではないかという

点ですが、町としましては平成18年度に提出された新庁舎建設検討委員会からの答申を原点と

し、新庁舎整備検討委員会、町職員で構成しております整備検討委員会の報告を踏まえ、議員

の皆様、町民の皆様に丁寧に説明をし、ご理解いただきながら進めてまいりたいと考えており

ます。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 平成18年に答申された案には、西田とともに国道347号沿いという附帯

事項もついていたと記憶しています。いずれにしてもかなり以前に出された答申であり、また

この答申が諮問した、当時の星町長が諮問し答申を星町長が受けているわけですけれども、そ

のとき星町長は議会に何ら提案はされておりませんでした。このかなり以前に出た答申もいつ

まで有効と考えておられますか。永遠に有効なんですか。時代状況とかいろいろ変わっている

と思いますけれども、答申とは審議会に諮問し答申いただいた答申というのは、その答申した

町長が拘束されるのであって、それ以外の方の拘束は僕はないと思っていますけれども、この

辺の答申に対する委員会の設置とその答申についての考え方、また議会との関係について、町

長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 有効かどうかということよりも、やはりこの問題の原点にまずは立ち返

って、そこからその答申の内容の検証、その後の状況の検証等々、やはり検証をまずしていく

ということが大事だと思っております。当然、様々な環境も変化しておりますので、そういっ

た過去の答申も含めた様々なそれぞれの議会なり委員会で出された結論、こういったことの検

証をベースに庁舎はどうあるべきかと位置はどこがふさわしいのかということについて整備検

討委員会で検証、議論をしていただくことになるだろうと思っております。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 僕の認識からすると議会に提案があって議会が可決したのは、３分の２

で可決したのは矢越の町有地ということで、町長選挙での結果でいろいろ変遷はあったという
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ことでありますけれども、基本的には新庁舎建設が停滞している根源は町長の拒否権発動によ

る執行停止が一番の原因と私は捉えていますけれども、この辺の認識に対して町長の見解があ

ったらお伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） いわゆるねじれ現象ですね、議会が決めたこと、議決したことと町民の

意向との間にずれがあったということだろうと思っています。ですから、こういった問題を解

決するためにはやはり原点に戻ってまずは検証するということが私は必要なんだろうと思って

います。その上で、今後の庁舎の位置あるいは規模、機能等も含めてしっかりと客観的に検証

していくと。そして、そのことを町民にまた、もちろん議会の皆さん方にお伝えする、町民に

もお伝えする、そういった中で理解をいただきながら進めていく必要があるんだろうと思って

います。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 僕は、執行停止を解除すれば即矢越での建設が可能になると考えている

ものですけれども、今回原点に返ってということで、この矢越も西田も白紙からの庁舎位置を

検討するという考え方なのでしょうか。あくまでもこの平成18年の答申に基づいた検討をして

もらうという考えでおられるのか。その辺をお伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 私としては、10年前の公約、庁舎は西田という公約、これはお約束は守

りたいと思っています。その後も度々皆さんからのご質問等を受け、西田に庁舎ということを

私は言い続けてきておりますので、やはりそのことは皆さんとのお約束は守りたいと思ってい

ます。 

  ただ、西田と矢越に町有地が1.5ヘクタールあるいは1.7ヘクタールの町有地がありますので、

この両町有地をどう有効活用していくか、町民のためそして町の活性化のためにどうそれぞれ

の特性を生かしながら有効活用をしていくかという視点が私は大事だと思っておりますので、

そういった視点を踏まえて整備検討委員会でもしっかりと検討していただきたいと。その結果

を議員の皆様方、そして町民にもお伝えをしたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 町長、公約、公約と言われますけれども、過大な公約を掲げなかなか実
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行できなくて崩壊した政権もあったわけです。そういう意味で、必ずしも公約が全て実行でき

るというものではないと思うんですけれども、この辺、あまりにも公約にこだわりすぎて町の

全体的な発展とかその辺を僕は阻害してはならないような気はするんですけれども、公約と実

際の、何ていうんですか、町政運営とのこの辺の調和というのはどうお考えなのか、お伺いし

たいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 先ほど申しましたように、私自身としてはやはり公約はきちんと守りた

い、これは最大の公約ですから。加えて客観的に、今、一條議員がおっしゃったように町の発

展のためにこの２つの町有地をどう活用することが望ましいのかと、この検証、議論が私は大

事だと思っています。ですから、客観的な検証というものはぜひこれは職員で構成する整備検

討委員会、こちらでしっかりとやっていただきたいと。当然、これはまちづくりとしてが一番

大事ですし、財政としても大事ですし、様々な防災等の視点も大事でしょう。様々な視点から、

両町有地をどう活用することが将来に向かって町の発展のために、経済の発展のために、経済

の活性化のために有効かという視点が私は大事なんだろうと思っております。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） そういう考え方の下で拒否権を発動したんだと思いますけれども、拒否

権を発動したことによって議会の尊厳が僕は著しく毀損されたと考えているわけですけれども、

町長は議会の尊厳を毀損したとは全くお考えがないということでしょうか。この辺の議会との

関係についてどのようにお考えか、お伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 先ほど申しましたように、特別多数による条例改正、条例制定、これは

大変重いものだと受け止めておりますので、先ほどもそう申し上げさせていただいたわけです。

ここにずれがあるわけです。町民代表の議会の議決と、それから町民のその思いというものに

ずれがあると。私はこれはどちらも大事だと思っています。しかしながら、やはり基本は町民

の理解ということだと思っておりますので、やはり町民にも理解してもらえる、もちろん議会

の皆さんにもそうですけれども、町民の皆さんにもご理解いただけるような提案というものを

させていただくことが最も大事なんだろうと思っています。その上で、当然ですけれども議会

の皆さん方のご理解をいただかなければこの事業は進めること、庁舎建設を進めることはでき

ませんので、十分我々も今言った客観的な事実を皆さん方にお伝えをし、そして議会の皆さん
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方のご理解をいただきながら、そして町民のご理解もいただきながら事業を進めてまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 町長選挙での民意等が、再三、町長は言われますけれども、町長選挙で

の庁舎の位置問題、庁舎建設については僕はかなりフェイクニュース的な部分がかなり流され、

そしてネガティブキャンペーンも張られて本当にあれを、何ていうんですか、正当に額面どお

り受け取れないと思っている一人でありますけれども、それは認識の違いでそれをここで議論

しても始まらないんで、過去と他人は変えられないし未来と自分は変えられるということで未

来志向でいくしかないのかなとは捉えていますけれども、今まだ委員会の設置は具体的には何

も決まっていない、諮問内容も決まっていないということで、庁舎内での検討をして、議会に

かける前に委員会を設置して委員会に諮問するということでよろしいんでしょうか。順番的に

はどういう考えでおられるのか、お伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 総務課長。 

○総務課長・選挙管理委員会書記長（相澤栄悦君） 総務課長でございます。 

  今、町長の説明にもありましたとおり、庁内の職員で構成します検討委員会の中で今検討し

ているという状況でございます。今年度になりまして２回会議をしてございまして、１回目が

８月に一度やりまして、２回目が11月という２回してございます。 

  検討につきましては、まだ具体的な部分には入ってございませんで、今後の進め方とかどう

いった手順で検討していくかとかまだそういった段階でございますので、またその議会に対し

てどのタイミングで説明するとか、町民に対しての説明とかそういったところはまだはっきり

としたものは決めてはいないんですけれども、今やっている中で総務課として職員として検討

すべきところは、10年以上前に一度その計画がありまして10年以上経っていますので、今の現

状と照らし合わせてどのような庁舎でいいのかとか規模とかそういったところから検討しなく

てはいけないのかなという考えでございます。それで、ある程度のそういう概要が、検討して

いく段階で適宜議会の皆様とか町民の方に説明をしていきたいなと考えてございます。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 庁舎内での検討はいつぐらいまでに終える考え、その辺が決まっている

のかどうか、いつぐらいまでに終えて結論を出すのか、その途中でもいろいろ議会に報告する

のかどうか、この辺、お伺いします。 
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○議長（早坂忠幸君） 総務課長。 

○総務課長・選挙管理委員会書記長（相澤栄悦君） 総務課長です。 

  庁内の検討委員会については、今始まったばかりですので、令和４年度中に新庁舎の概要を

ある程度まとめたいなと考えてございます。その途中で議会の皆様とかそういったところに説

明を定期的にしていきたいと考えてございまして、外部の委員会設置につきましてはそれがあ

る程度まとまってからかなということで考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） そうしますとかなり先という感じはするんですけれども、いろんな審議

会とか委員会とか外部に設けることに対して、議会があるのにあえて屋根に屋根をかけるよう

なものは必要ないという意見もかなりあります。そういう意味で、別に外部の委員会を設けな

くても議会にその都度相談し、かけて、その議会の判断といいますか状況を見て決定すればい

いことであって、あえて委員会は僕は必要ないんでないかと思いますけれども。 

○議長（早坂忠幸君） 総務課長。 

○総務課長・選挙管理委員会書記長（相澤栄悦君） 総務課長です。 

  外部委員会に諮問する内容もこれから決定する、これから検討するということになるんです

が、今想定しているのは外部委員会に対しての諮問内容は本当に建設が決まってといいますか、

おおむねの概要の計画が決まってこれから実施にかかる段階でその内容を検討していただくこ

とになるのかなと思っています。どういったその庁舎の設計ですとか、どういったその庁舎に

するかというところの具体的なところを審議していただくと考えてございますので、議会の皆

様に報告する、協議する内容と外部の委員会にお諮りする内容とは若干違うのかなと考えてご

ざいます。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 町民の意見だとか有識者の意見だから議会はそれを聞かなきゃいけない

とかという感じに、議会に圧力をかけるために委員会を使うという考えではないということで

理解してよろしいんでしょうか、一応。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 全くそういう考えはございません。先ほど申しましたように、以前もこ

の新庁舎建設委員会といいますのは、もう位置も決まり具体的に庁舎を建設するための委員会

でございますので、ここで庁舎の位置を議論するわけでも決めるわけでもございません。当然、
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これは町で執行部から議会の皆さん方にご説明をし、町民にもご説明しご理解いただいた上で、

当然議案としてこれは条例改正の提案というのはこれはしていかなきゃならないことですから、

議会の皆さん方のご承認賜りませんとその先は進めませんので、決して圧力をかけるための委

員会を事前にその前につくるということは我々は考えておりません。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） ８月でしたか、全員協議会の資料の中に委員会の委嘱の中に今、位置と

いう条項があったので今回の質問になっているということですので、そういうことでした。 

  最後、今回の平成の３町合併を対等合併だと理解されているかどうか、まずその辺、最後に

お伺いしておきたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） それは当然のことだと思っております。均衡ある発展ということを目指

して３町が合併したと認識しております。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 自分は、西田に庁舎を建てるということは、僕は中新田に吸収合併され

たという象徴になるという観点から一貫して反対してまいりました。そういう町民も多数おら

れます。そのことによって、この平成の合併は大失敗だったという指摘も聞きます。そうなら

ないために、また町の今後の発展も考えたときに僕は矢越以外にないとは考えていますけれど

も、町長は再三いろんな観点から西田ということで言っておられますけれども、最後にこの辺

の自分の考えに対して何かお考えがあればお伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 私の認識としては、庁舎が西田に建ったからといって中新田への吸収合

併と考えられるという方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、私としては全くそういっ

た考えはございません。先ほど申し上げましたように、客観的な視点から役場の位置はどこが

望ましいかということをもう一度これは検証していく必要があるんだろうと思っております。

また同時に、矢越の町有地をどう活用することが将来にわたって町民のためになるのか、町の

活性化、発展につながるのかという私は視点で考える必要があるんだろうと思っています。こ

れまでも３町のバランスを考えながらまちづくりを行ってきたつもりでございます。あえて言

うまでもなく、小野田地区についてはかなりの予算をつぎ込み、一番最初に手を挙げたのはこ

れは公共の放牧場でございますけれども、それを皮切りに薬莱を中心に様々な取組、シルバー
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ハウジングも最初につくったのは小野田でございますし、それから若者定住のためのレインボ

ービレッジも建設しました。宮崎についても様々な取組を行ってきておりますので、決して中

新田だけという認識は私は持っておりません。やはり、合併したときの均衡ある発展と、やは

りこれを忘れずに私はそれぞれの特色を生かしながらバランスの取れたまちづくりということ

が大事なんだろうと思っています。庁舎の位置についても、客観的に見てどこに何をつくるの

か、どう活用するのか、その客観的な視点から活用法を考えていくということが最も大事な視

点なんだろうと思っています。ですから、ある意味ではこれらのことを検証をしますけれども

必ずしもこれにとらわれずに、それは平成18年の答申もしかり、それから議員の皆さん方がつ

くられた条例も尊重はしますけれども、ある意味では視点を別の視点から客観的にやはり将来

を見据えながら決めていくということが重要なんだろうと思っております。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） いろんな部分でバランスよくやってきたということでありますけれども、

そうはいいながら最大の合併の争点といいますか対立軸といいますか、争点になっているのは

庁舎の位置で、これによって町民の分断と対立がずっと続いていると僕は認識しています。そ

の解決のためにもぜひ図っていただきたいと思います。平成23年と平成24年に条例改正の変更

の提案がなされたわけですけれども、そのときには自分自身には心に響くものが何もなかった

わけですけれども、今後庁舎内の検討において変更するんであれば議員の心に響くような提案

をぜひしていただいて、このことによって対立することによって町の一体感も損なわれている

と思いますので、この辺、そのことが町の発展の阻害要因にも僕はなっていると思いますので、

この解決のためにもぜひ庁舎内でしっかり検討して本当に議員ともよく議論というか相談もし

ながらしっかり決めていっていただきたいと思います。 

  庁舎の問題については以上で終わります。 

  ３点目に移ります。 

  学校及び公共施設の照明のＬＥＤ化についてであります。 

  電気料の節約と電球の長寿命化による財政コストの削減、さらに地球温暖化の防止にも寄与

する照明のＬＥＤ化を進めるべきと考えます。そこで、小中学校及び公共施設のＬＥＤ化の進

捗状況と今後の整備への考えをお伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） それでは、照明のＬＥＤ化についてお答えさせていただきます。 
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  この町の笑顔幸福プラン、いわゆる第２次総合計画ですね、加美町の。そこでもうたってい

るんですけれども、省エネルギー化の推進ということが重要だと思っております。 

  そういった中で、小中学校及び公共施設のＬＥＤ化の進捗状況についてでありますが、平成

26年度頃より新築で整備する公共施設ではＬＥＤの導入を進めてまいりました。一方、その時

点でまだ価格が高価、今の大体1.7倍ぐらいでしたけれども、であったこともありまして既存

施設の照明のＬＥＤ化の取組は遅れているという状況でございます。 

  具体的に町の管理施設の例を挙げますと、平成26年度の小野田地区のシルバーハウジング、

それから平成28年度の宮崎地区のシルバーハウジング、同じく平成28年度のみやざきどどんこ

館、平成30年度の中新田Ｂ＆Ｇ海洋センターなど新築や改築の建物の照明器具はＬＥＤ化され

ております。また、現在整備を進めております中新田公民館、新しい公民館でありますけれど

も、ここの照明もＬＥＤ照明となっております。また、統合を進めております統合中学校につ

きましても全てＬＥＤ化する計画でございます。 

  今後、ＬＥＤ化されていない小中学校や公共施設については、補修や修繕の際に順次ＬＥＤ

化、ＬＥＤ照明を導入するとともに計画的に改修をする必要があると考えているところでござ

います。 

  視点を変えますと、実は今まで使われていた、古い施設で使われていましたこの水銀ランプ、

これにつきましては水銀に関する水俣条例の採択によりまして令和３年１月以降は水銀ランプ

の製造と輸出入が禁止されています。よって、今後交換用のランプの入手が困難になるという

ことが予測されますので、その小学校の体育館につきましては授業や式典などのほか災害時に

避難所としても利用されますので、やはりこの目前に迫った問題として水銀灯器具の更新を優

先的に行う必要があるだろうと認識をしているところでございます。 

  現在、ＬＥＤ照明器具も価格が下がりまして、技術革新により省エネ効果も向上しておりま

すので、町としましては今後計画的に照明のＬＥＤ化を進めてまいりたいと考えております。 

  ＬＥＤ化にする手法でございますけれども、財源に公金や起債を充てて町が直接工事をする

という方法もありますでしょうし、民間事業所からのリースにより照明器具を導入して電気料

金の削減額でリース料をあがなっていくという、こういった方法もあるだろうと思っておりま

す。様々な手法を町としても検討しながら進めてまいりたいと考えております。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） ＬＥＤ用の器具に交換する際の交換費用といいますか、どのくらいかか



- 19 - 

ると試算といいますか、１基当たりで結構ですけれども、それから個数を掛ければ全体のあれ

が出ると思いますけれども、どのくらい高かったということも答弁ありましたけれども、今現

在どのくらい交換するのにかかるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 総務課長。 

○総務課長・選挙管理委員会書記長（相澤栄悦君） 総務課長です。 

  ＬＥＤ化にしていない施設を全てＬＥＤ化にした場合の工事費用なんですが、今積算を始め

ている状況、正確な数字はちょっと今申し上げられないんですが、数千万円から億円ぐらいは

かかるんではないかと見てございます。器具につきましても年々価格が下がっておりまして、

今資料を見ますと平成26年度と令和３年度の価格ですとおおむね六、七割は安くなっているん

ではないかと思ってございます。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 節約できる電気料の試算とかというのもされていればどのくらい節約で

きるか、お願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 総務課長。 

○総務課長・選挙管理委員会書記長（相澤栄悦君） 総務課長です。 

  施設によりまして削減できる施設と削減幅が少ない施設とあるんですけれども、そうですね、

例えばこちらの小野田支所を例に取りますと、電気代が現在に比較しまして年間30万円ほどか

かっているんですが、それがＬＥＤに交換しますと８万円程度になるというような計算がされ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） さっきの答弁、リース方式、何にするかまだ検討中ということの答弁も

ありましたけれども、これは国は2030年までに全てＬＥＤ化とうたっているわけですけれども、

そのために国からの補助とかというものはないものかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 総務課長。 

○総務課長・選挙管理委員会書記長（相澤栄悦君） 総務課長です。 

  財源につきましては、まだ確認はしていないんですけれども、今使える補助金といたしまし

ては宮城県の環境税の交付金がございまして、そちらが利用可能かなと思います。今現在、加

美町にも交付されておりまして、それは今、防犯灯と街路灯のＬＥＤ化に使用させていただい

ていますが、それを庁舎の照明器具の交換に振り替えることは可能かなと考えてございます。 
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○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 今回登米市はリース事業を使ってＬＥＤ化するというような情報も載っ

ていましたので、リースでの事業化した場合のきちっとした事業費と節約できる電気料でペイ

できるのかどうか、この辺もしっかり検討してお願いしたいと思いますが、具体的に検討が進

んでいるのかどうか、お伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 総務課長。 

○総務課長・選挙管理委員会書記長（相澤栄悦君） 総務課長です。 

  リースにつきましても今検討してございまして、先ほど言いましたように、電気量が削減に

なった分をリース料に振り替えして年間のそのコスト的には増やさないでやるというような方

法もあるようでございます。それにつきましては、リース期間は10年間で設定しまして10年間

で今の電気料相当分でリースが可能かなと。10年後以降につきましてはその器具については、

町に譲渡されるというような内容で検討はしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） できるだけ検討を進めて、やるのであれば早いほうがいいのかなと思い

ますので、ぜひお願いしたいと思います。 

  最後に、町営住宅の共有部分、各家庭の部分は各家庭だと思いますけれども、共有部分につ

いてのＬＥＤ化も考えておられるかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 町民課長。 

○町民課長（浅野 仁君） 共有部分の電気に関しては、現在のところＬＥＤ化についてはまだ

検討しておりません。今後ＬＥＤ化について前向きに検討していきたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 一條 寛君。 

○12番（一條 寛君） 以上で終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（早坂忠幸君） 暫時休憩します。11時10分まで。 

     午前１１時００分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     午前１１時１０分 再開 

○議長（早坂忠幸君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  通告２番、16番伊藤 淳君の一般質問を許可いたします。ご登壇願います。 

     〔16番 伊藤 淳君 登壇〕 
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○16番（伊藤 淳君） いつも一般質問はお腹がいっぱいになった昼食後ということで、今回夢

にまで見た午前中に質問ができる機会をいただき深く感謝をいたします。 

  せっかくの機会をいただきましたので、気合を入れて質問させていただきますのでどうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

  広義における移住定住政策についてと題しまして、政策を遂行するために行われてきた関連

する事業に要した予算の総額は概算で幾らぐらいになるのか。 

  例として、国立音楽院の企業誘致とかモンベル関係の各種契約及び事業運営費用、さらに住

宅取得事業補助並びに住宅改修事業、子育て支援事業など各種手当て、医療費無償の費用、薬

草及び農業作物の試験栽培、６次化事業等々数限りなく猪股町政は挑戦をされておりますが、

その概算費用について幾らかということでお伺いします。 

  次に、移住者の現在、その定住事業等々で移住されてきた移住者の意見や要望、加美町の住

人になってからの感想などデータの集積は行われているのかどうか。 

  さらに、事業遂行以降、それぞれの年度ごとの事業実績はどのように推移してきているのか。

年度ごとの転入、転出の実態、過去３か年ぐらいの年度末の実績ということで数値をお知らせ

いただきたいと思います。 

  さらに、関連する広報ＰＲ、その活動の現状と今後の状況はどうか。 

  最後に、この事業をさらに推し進めるに当たっての課題、問題点は何なのか。 

  以上について質問をいたします。よろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

     〔町長 猪股洋文君 登壇〕 

○町長（猪股洋文君） それでは、お昼前のまだ頭がさえている時間帯に私から淡々と答弁させ

ていただきたいと思います。 

  大事なご質問をいただきました。移住定住の促進、町としましても最優先の課題としてこれ

まで取り組んできたところでございます。６点ご質問いただきましたので、一つずつ答弁をさ

せていただきたいと思います。 

  最初に、広義における移住定住促進政策の遂行のために要した事業費についてのご質問であ

りました。例の中に、必ずしも移住定住に関わりのないものもありますので、あくまでも移住

定住に関連したものについてご説明をさせていただきたいと思います。 

  町では、平成27年度に第１期の加美町まち・ひと・しごと総合戦略を策定いたしまして人口

減少を最優先課題と捉え、いわゆるイカノエ戦略として移住定住の促進を第一の柱に掲げ積極



- 22 - 

的に取り組んでまいりました。 

  関連するものについて申し上げたいと思います。 

  １つ目としまして、広原スマイルタウン宅地分譲事業、こちら平成27年度に実施いたしまし

た。事業総額が7,138万円でございます。国庫補助、町債等々、それから土地の売払い収入

2,446万円などを充てますと実質町の負担はございません。 

  下原レインボービレッジ宅地分譲事業につきましては、総事業費が6,138万円、これは平成

29年度に実施いたしました。こちらも国の補助金それから町債も活用しまして、さらに土地売

払い収入2,327万円を充てますと、こちらは実質一般財源の負担が321万円となっております。 

  ３点目、ファミリー住ま居る住宅取得補助金でございますが、これは平成27年度から令和２

年度までで交付総額が１億4,705万円となっております。こちらは特別交付税と一般財源を充

てておりますが、一般財源の負担が１億40万円となっております。 

  ４点目、 地域おこし協力隊受入れ事業でございます。平成22年度から令和２年度までの事

業費総額が１億7,341万円となっております。こちらは、全額特別交付税が対象になっており

ますので町の実質負担はございません。 

  ５点目として、国立音楽院宮城キャンパス整備事業、事業総額が１億7,213万円、これは平

成27年度と平成28年度に事業実施しておりますが、こちらは国の補助それから町債を充てまし

たので一般財源での負担が999万円となっております。また、現在指定管理はゼロ円で指定管

理をしておりますので、その後町の一般財源での手当てというものはございません。 

  ６点目、移住定住のためのセミナー、プライベートツアーの実施事業でございます。平成27

年度から令和２年度まで実施しておりまして現在も令和３年度もしておりますが、事業総額で

625万円でございます。こちらの財源は、県の補助金それから特別交付税を充てておりますの

で、実質一般財源の持ち出しが155万円となっております。 

  以上、６つの事業を実施するのに要した経費の総額は６億3,160万円となっておりまして、

この額から補助金、町債、それから売払い収入、さらには特別交付税措置額を加えた５億

2,656万円を差し引きますと１億504万円となります。この１億504万円の町の負担でもって事

業を実施してきたということでございます。 

  それぞれの事業の成果、実績について申し上げますと、広原スマイルタウンにつきましては

全16区画に移住者８世帯の25人、町内転居者８世帯32人、合計57人が入居しております。 

  下原レインボービレッジにつきましては全13区画でありますが、移住者が３世帯の９人、町

内転居者が10世帯の36人、合計45人が入居しております。 



- 23 - 

  ファミリー住ま居る住宅取得補助金交付事業では、平成27年度から令和２年度末現在で交付

件数は185世帯、入居者数は639人でございまして、町外からの移住者は57世帯165人となって

おります。 

  次に、地域おこし協力隊についてでありますが、平成22年度から令和２年度までに合計26人

を受け入れております。卒業した隊員のうち12名が定住をしておりまして、また今年度活動中

の隊員は５名となっております。 

  音楽技能修得施設国立音楽院宮城キャンパスでありますが、開設に伴いこれまで121人の学

院生を受け入れ、令和２年度では生徒76人、講師31人となっており、このうち38人が移住をし

ております。 

  次に、移住セミナーやプライベートツアーの開催、ＰＲを通してでありますが、平成27年度

から令和２年度末までに相談者は延べ528人となっておりまして、このうち９人が移住につな

がっております。さらに、これらの取組を推進する上で、加美町の特色ある取組でもある高校

卒業まで所得制限なしの医療費無料化、保育料の低減、充実したアウトドアアクティビティー

や観光資源、起業する際の６次化支援制度などについて、移住する方々のライフスタイルに合

わせてＰＲをしてきたことで移住定住の促進につながっているものと考えております。 

  ２点目の、移住者の意見や要望、住人になっての感想等のデータの集積は行われているかと

いうご質問でありますが、移住された方々につきましては常に顔の見える関係性を築いていく

ためにも、移住パンフレットへの記載、記事掲載や協力隊イベントへの参加、さらには移住セ

ミナーでの体験発表などその都度お声がけをし、様々な形でご協力をいただいている状況です。

また、住まいなどの住環境から地域コミュニティーに関することや仕事に至るまで相談や要望

をいただいた場合には、各担当部署と連携し対応してまいりました。 

  また、今年度は初めて移住者や移住希望者の方々をつなぐ移住者交流会を開催いたします。

第１回目は、12月18日土曜日にオンラインで開催を予定しております。移住者同士の交流を通

じ新たなネットワークの形成を期待するとともに、他地域との交流の場を広げ、町の新たなＰ

Ｒ人材や地域の担い手としてともに活動していただけるように後押しをしてまいりたいと考え

ております。 

  ３点目の、政策遂行以降毎年度の事業実績はどのように推移してきたか。転入、転出の実態

はということでございますので、お答えをいたします。 

  ひと・しごと支援室を設立しました平成27年度以降、移住定住の推進に向け様々な取組を進

めてまいりました。その成果として、移住者の推移を見ますと平成27年度で25人、平成28年度
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で27人、平成29年度で29人、平成30年度で54人、令和元年度で54人、令和２年度で55人となっ

ております。合計で244人が移住してまいりましたけれども、この後お子さんなども生まれま

したので令和３年３月末での移住者数は259人となっております。 

  この成果につきましては、これまで実施してきました地域おこし協力隊受入れ事業、住宅造

成事業、ファミリー住ま居る住宅取得補助金の交付、移住相談窓口の開設などの継続的な取組

に加えまして国立音楽院宮城キャンパス誘致などの効果も出てきているんだろうと考えており

ます。 

  ４点目、関連する広報ＰＲ活動の現状と今後はということでありますが、移住定住に関する

各種情報は町の広報紙やホームページ等で周知を図っているところです。また、首都圏や関西

圏への移住ＰＲにつきましては、パンフレットを作成し、宮城県移住サポートセンターやアン

テナショップへ配架を行っております。さらに、移住セミナー等の開催については、民間事業

所と連携して周知することで幅広いサイトでのＰＲを行っている状況です。今後は、ウェブで

の広告などへの掲載も検討していきたいと考えております。 

  ５点目の、政策の遂行に新しい展開があるかというご質問でありますが、これまでの取組を

通して30代と10代、10歳未満の人口動態は改善されたものの、20代についてはまだまだ改善が

図られていない状況にあります。この年代は、少子化や地域の担い手など将来的に持続可能な

まちづくりを実現する非常に重要な年齢層と認識をしております。 

  そこで今年度から20代をターゲットとして４つの支援制度を新たに創設いたしました。 

  １点目は、奨学金返還支援事業であります。奨学金を返還しながら就労している方に対して

前年度に返還した奨学金の３分の２以内、上限20万円を最初５年間支給するものです。こちら

の財源は、ふるさと応援寄附金を充てております。 

  ２点目の、若年者移住促進家賃補助事業でございます。現行の学生向けの家賃補助制度の対

象を30歳未満の就労者まで拡充し、年間６万円を最初５年間支給するものです。さらに、配偶

者を有する場合には４万円を加算した10万円を支給いたします。こちらの財源もふるさと応援

寄附金を充てております。 

  ３点目の、結婚新生活支援事業につきましては、結婚を機に加美町に移住する世帯の経済的

支援をするものであります。賃貸物件で新生活をスタートする際の引っ越し費用及び敷金、礼

金等を対象とし、上限30万円を支給するものです。こちらの財源は、国庫補助金そしてふるさ

と応援寄附金、これを２分の１ずつ充てております。 

  ４点目の、ふるさと就職奨励事業につきましては、初めて就職される方への支援として自動
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車運転免許の取得や自家用車の購入など就職に伴う経済負担を軽減し、町内への定住を促進す

るため、ご実家から通われる学卒者等を対象に10万円の就職祝い金を支給するものです。こち

らも全額ふるさと応援寄附金を充てております。 

  そのほか、ワーケーションの取組、テレワークの推進事業など関係人口から移住定住につな

げていく取組も併せて行っているところでございます。 

  ６点目の、この政策をさらに推し進めるに当たっての課題、問題点はというご質問でありま

すが、平成27年４月１日、これまでの企業立地推進室の名称をひと・しごと支援室に改め、起

業支援、雇用創出業務に加え新たに移住定住促進事業と地域おこし協力隊支援事業も併せて推

進をいたしまして、人口減少、少子化、高齢化対策として、首都圏域等からの若者の移住定住

と若者の町外流出に歯止めをかけるための様々な取組を積極的に推進してまいりました。移住

セミナーの開催から興味を持った方が気軽に本町を訪れていただくプライベートツアーへと誘

導し、地元の方や移住者と交流していただくことで加美町での暮らしをイメージしていただく

という一連の流れはできつつあると感じております。今後は、住まい、特に利活用できる空き

家の発掘、さらにはシェアオフィスも現在整備を進めておりますので、テレワーク、ワーケー

ション施設との連携を図っていくということ、さらに現地ツアーの内容を充実するため、観光

まちづくり協会等と連携したアウトドア体験や地域住民との交流会を実施していくことが大事

だと、重要だと思っております。さらに、県内の他地域と連携した移住ＰＲなど、町の魅力や

取り組んできた成果について移住を希望する方々に的確に届ける手法を検討してまいりたいと

考えております。 

  以上、６点について答弁をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤 淳君。 

○16番（伊藤 淳君） ただいまの質問で、移住定住には関係ないのでというような端折りでも

っての説明をいただきましたんですが、私の認識ですと町が行う全ての事業はそこに住む住人

の福祉の向上、生活の安定、安全安心な町の維持であることにほかならないわけで、さらに町

の存続のための政策であるという視点から全ての事業は連動して関連しているという考えの中

から、あえて広義における移住定住という表現をしたわけであります。そのような視点から、

単なる一事業を論ずるのではなくてありとあらゆる事業が町の存続に通ずるという考え方で、

そういった考え方に基づいてこの問題を考えていきたいと思うのであります。 

  今まで猪股町政が行ってきた各種の事業に対しては、投資の額についての効果という側面で

はただいま説明がありましたんですが、費用対効果の面からのみではなく事業の内容が意図す
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る結果がすぐに導き出せるものは今、そしてまたは中長期的な展望に立った視点が必要な事業

はそれぞれに合った視点でもって町の存続と維持を可能にするための施策であると理解をして

おります。町のあらゆる事業が町の存続発展のために行われていると、全てはそこに通じると

言っても過言ではないと思うのです。 

  そのような点から、考察を加えて検証と反省をし、さらに反省とアイデアを模索しながら一

つずつを改めて見てみたときに、まず初めに施行当事者として国立音楽院についてその事業と

評価、現在どのようにお考えになっているかと。この音楽院は、唯一猪股町政が行った企業誘

致であると評価をしておりますし、上多田川小学校が音楽院として生まれ変わる際に改修、議

員にお披露目いただきました。その一連の施設を見せていただいてからはや４年が経過し、院

は独自の理念と理想と教育システムに基づいてその実績を積み重ねています。町が用意した施

設の全てがフルに活用され稼働しているというふうには至っていないのではないかと思うので

すが、現在まで町が備えた施設の何％が稼働していると把握されているか。もちろん、町の直

接的な管理からは全てが離れて院独自の運営に委ねられているという案件ですから踏み込める

範囲も限定されると思いますけれども、町肝煎りの事業でありますのでハード部分の管理保全

なり定期的な打合せなり意見の交換なり、町はどのような関わり方をしているのかという点に

ついて再度お伺いしたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） まず、企業誘致でありますけれども、一番最初にしたのはポラテックで

ございます。国立音楽院が唯一ということではございません。そこはご認識をいただければと

思います。 

  あらゆる事業、当然でございます。全て魅力のある町でなければ当然若者たちも定着しない、

よそからも来ないということでありますから、全ての事業がそこにつながっていくんであろう

という認識はそのとおりでございます。 

  その中で国立音楽院でありますけれども、様々な方々から廃校を利活用して非常にすばらし

い取組だということは、これは国の方、地方創生担当の方からもお褒めをいただいているとこ

ろでございます。 

  また、施設については有効活用されていると考えております。 

  昨年度はコロナの関係でなかなか学校訪問、キャンパス訪問ができなかったようであります

けれども、今年度は大分多くの方々がキャンパス訪問をしておられるようでありますので、新

たに４月にそれなりの学生さんが入学をしてくるんだろうと思っております。 
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  また、国立音楽院の一つの課題は、２年、３年就学、学びましてその後卒業しそれぞれの道

に進むわけでございます。どうしても町外に２年後、３年後は転出をしてしまうという課題が

ありますので、ここを何とかしていかなきゃないということを考えています。幸い今年度春に

音楽療法学科を卒業したお２人の卒業生が町内の介護施設に就職したということ、これは非常

に人数はまだ少ないわけでありますが非常に大きなことだろうなと思っています。 

  また現在、バイオリン製作コースで学んでいる若者たちが将来的にこの町でバイオリン工房

を立ち上げることができるように、そのための取組もスタートしたところでございます。そう

いった卒業生がこの地域に定住していくという取組はこれからしっかりと進めていかなきゃな

いなと、そんな認識を持っているところであります。 

  また、様々な打合せ等々についてはひと・しごと推進課のほうでしっかりこれは行っており

ますので、今後とも連携を図りながら移住定住の促進に、そして加美町の魅力の向上につなげ

ていければと思っております。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤 淳君。 

○16番（伊藤 淳君） 国立音楽院は、着実にその伸びているというか実績を積み重ねていると

いう現状は把握しています。ただ、建物を当初予算でいろいろな整備をした、それが全てまだ

使われていないのではないか。まあ、学生が少ないといえばそれまでなんですけれども、そう

いったことでまだまだ宝の持ち腐れになっている部分があるのではないかという懸念です。 

  先ほど、認識の違いかどうか分かりませんけれども、私は猪股町政の最大の目玉というか最

初に手がけた仕事がという認識でありまして、ポラテックは前町長からあの仕事はずっと温め

てきてそれでなった。そうじゃないですか。私はそういう感覚でおりまして、猪股町長のとき

に調印をして形になったという認識ですから、あれは後藤先生が、違うんですか。まあ、いい

です、そんなことはどうでもいい、そういう次元の低い話をしようとしているのではありませ

んので。国立に対して着実に伸びているのでこれがもっともっといい形で、何ていうんですか、

町のそれこそ移住定住の促進にもつながり全ての活性化につながっていけばいいという、そう

いう視点からの質問です。 

  次に、モンベルの関連なんですけれども、情報発信の一環と、それも担っているだろうとい

うところのモンベルの事業と私は理解しておりました。その契約から導き出された住環境の充

実の側面からいろんなイベントを計画されたり、さらにその延長線であるボルダリング施設等

の整備なども広い意味では移住環境というんですか、定住環境の促進の応援にもつながるもの



- 28 - 

と確信しています。それでもって、そういう意味で容認をしてまいりましたが、その効果のほ

どはどのようなふうに捉えられているのでしょうか。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） まず、国立の施設ですけれども、フルに活用されていると認識しており

ます。コンサートも復活しましたので、毎月、今、学生主体のコンサートにも町民も参加する

ようになっておりますので、今後ますます有効に活用されていくんだろうと思っております。 

  モンベル関連でありますけれども、議員おっしゃるとおり非常にこのやっぱり情報発信力が

ありますので、移住定住のための施策ではありませんが、やはりその多くの方が加美町はモン

ベルフレンドタウンですねとおっしゃっていただいております。今テレワーク推進事業なども

行っていますけれども、こういったビジネスマンなどもやはりモンベル、アウトドア好きな方

が非常に多いんですね、それでモンベルフレンドタウンということで非常に好印象を持ってい

ただいているというのはこれは事実であります。 

  また、ホームページを見ていただきますと分かりますように、町の情報発信をしていただい

ておりますし、それから季刊誌にも、今回送られてきたものにも加美町の紹介がありましたけ

れども、度々加美町のフレンドタウンのことについてもご紹介いただいておりますし、また今

度ふるさと納税のサイト、こういったことも開設されましたので、こういったふるさと納税を

通しての加美町のＰＲ、さらにふるさと納税の拡充、こういったことにつながっていくんだろ

うと思っておりますので、やはりこのモンベルフレンドタウンという町のイメージですね、こ

ういったことは今後とも有効に活用しながら情報発信をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤 淳君。 

○16番（伊藤 淳君） 以前から皆さん承知だと思うんですけれども、2000年代の前半ぐらいか

ら地方自治の考え方が脚光を浴び始めまして、1990年代の後半には首都機能移転問題等も論議

されました。さらに、道州制などの考え方も出て地方自立の促進の考え方が出始めましたが、

いつの間にかその論争も消え去り、特に昨今のふるさと回帰の考え方が出てきて現在に至るわ

けでありますけれども、現在ふるさと回帰支援センターは沖縄県を除く日本中全ての都道府県

が地方移住の受皿になっていて、住む人、住んでくれる人の争奪戦を展開しているという現状

だと思います。住宅の取得だとか住宅の改修補助の事業から、その争奪戦の中から加美町を選

択していただき、ほかから移り住んだ人たちが抱いて移住を試みた理由はそれぞれだと思いま

すけれども、広原スマイルタウン16区画並びに下原ビレッジ11区画に移り住んだ人たち、先ほ
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ど人数の説明もございましたが、移住の裁断は何であったのかということでそれぞれのどうい

う理由でこの町を選ばれたのかというようなデータというかそういったものは、当時何年か前

に町長からも説明されて親戚のご縁だったりまたは補助金が出るからとか、後は先ほども申し

上げましたけれども子ども、子育ての環境が整っているとか全て、ですからつながっていると

いう現況にあるわけです。そのようなもので、実際具体的にこうだというようなデータという

かそういったものは集めたり、そういったものはありますか。 

○議長（早坂忠幸君） ひと・しごと推進課長。 

○ひと・しごと推進課長（橋本幸文君） ひと・しごと推進課長でございます。 

  ただいまご質問いただきました広原のスマイルタウンあるいは下原のレインボービレッジ、

そういった方々から直接的な皆さんの移住のお決めになった理由ですとかそういったところの

データを集めたことは、すみません、これまでもございませんでした。ただし、それぞれご本

人さんと契約をさせていただくときにどういった理由でここを選ばれたのかということに関し

ましては、先ほど議員さんからもお話ありましたとおり、やはりお仕事のお勤めの関係ですと

かお子さんが生まれてちょうどそういった宅地の環境をお探しになっていた、あるいはご家族、

ご親戚の方からやはりご紹介を受けて今回こういったところに応募をしました、やはり皆さん

のご意見といたしましては先ほどお話し、ご説明をいただきました内容としてこちらも理解を

させていただいております。 

  やはりご質問もいただいておりましたとおり、住んでいただいたからそれでよしというとこ

ろではなく、やはりご意見いただきましたとおり住んだ後もそういった方々のご意見に傾聴さ

せていただきながらまちづくりに反映するべきであろうと理解はしてございます。そういった

ところもございまして、今年度初めての取組になりますけれども、これまで移住をしていただ

いた方々にご案内をさせていただきながらそういった方々の交流できる場、そういった場をつ

くりあげていきたいと考えておりまして、今年度から初めて移住者の方々の交流会あるいは移

住を希望する方々も入っていただいた交流会、そういった中で地域の方々とおつなぎをさせて

いただいて、そういった場、定着の輪を広げていく。そしてそういった中からいろいろな課題

ですとかそういったところを掘り下げていきまして町政に反映していきたいと考えてございま

すので、そういったところも踏まえて今後そういったところを生かして町政に反映をしていき

たいと考えてございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤 淳君。 

○16番（伊藤 淳君） そういった考え方であれば、さらにこの政策をさらにさらに推進するた
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めには、そういったデータの集積をしてそれを新しい事業に、現在の事業に反映させていくと

いうような姿勢が必要なのではないかと思います。この事業は、当初無償で土地を提供すると

いうようなことで、どうにかして引っ張り込みましょうかというようなことで、何年か前は福

島でしたっけ、ただで土地をあげますから来てくださいというようなそういうようなこともや

りました。しかしながら、ただその宅地を用意するだけでは人々の共感を得ることはできない

のだと、定住をする場合ですね、移住はいいです。そういうことを考えたときに、人が生活を

していく際には最低限の衣食住が満たされていることはもちろんなんですけれども、快適な生

活を送ることはできないと思います、ただの家だけでは。 

  そこで求められる社会的なインフラの整備と生活する際の利便性や娯楽性が求められると思

うのでありますけれども、この点において移住定住という事業において課題が見えてくる。何

が必要なのかというような切り込みができるのではないかと思うんですけれども、その点に関

して何かお考えはありませんか。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 当然住むところ、先ほど申し上げたように、実は首都圏などから移住す

る方は古民家とか空き家とかあるいは畑つきの土地というものを好むんですね。なかなか今供

給できる体制にありませんので、今年度予算をつけていただきましたので今調査を委託してや

っております。やはりこういった住居を、きちっと提供できる住居を押さえておくということ

がまず大事なんだろうと思っています。 

  次に、仕事の面でありますけれども、移住してきた方々、様々でございます。近隣から移住

してきた方はそのままお仕事を変えずに加美町に住んで今までどおりのお仕事を続けていらっ

しゃる方もいれば、あるいは町内の企業に勤めた方、あるいは大衡、大和の企業にお勤めにな

っている方、様々ございます。今、加美町が進めておりますサテライト推進事業、これは新た

な仕事の在り方でございます。例えば、首都圏に住んでいる方が加美町に移住をしてきて、い

わゆるリモートですね、リモートワークを続けると。向こうの会社を辞めて、これまでだと辞

めてくるということだったと思いますけれども、現在は辞めなくとも加美町でリモートワーク

ができるという環境になってきておりますので、そういったサテライトオフィスなども活用し

ながら事業を行っていただくというような、仕事を続けていただくというようなことが大事な

んだろうと思っておりますし、また今クリエイティブな若者たちの移住といいますか、サテラ

イトオフィスの利用なども取り組んでおりますけれども、新たに若者たちがここで起業、業を

起こしていただくということも重要になってくると思っています。そういった仕事を求めてＩ
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ターンあるいはＵターンしてくるという方々もいらっしゃると思いますので、ですから仕事と

いうことはこれまで以上に幅広い選択肢がこの時代の変化によってできてきているんだろうと

思っておりますので、そういったことも含めて仕事をつくり出すということが重要だと思って

います。 

  インフラに関しては、加美町は実は駅がなく、県内では非常に少ないんですけれども高速の

インターもないという、ある意味では必ずしも立地条件がいいわけではございませんけれども、

しかしながらそういったものがないけれども様々なトータル的な魅力、暮らしやすさ、そうい

ったことをアピールしながら、また地震にも強いというような様々なことをアピールしながら

若者たちを中心とした移住定住の取組というものを進めてまいりたいと考えております。よろ

しくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤 淳君。 

○16番（伊藤 淳君） この移住定住に関しては、とにかく今始まったことではないので、総務

省なり内閣府なりにもかなりのデータを集積して、今インターネットで移住定住とするといろ

んな例がばあっと出てきますね。そうした中でやっぱり独自性というんですか、加美町が持つ

べき独自性、そういったものを確立する。そういった意味では国立音楽院などは非常に、表現

があれですけれども目玉になる取組であると私は思っておりますが、今そういう意味でも日本

の自治体、今だと1,724市町村になるんですか、ちょっと変わっているのであれですけれども、

そこで地域間競争という現状の中で人の分捕り合戦をやっていると、移住定住というのはそう

いった事業だと理解しているんですけれども、この膨大な競合の中からその加美町なりなんな

りを選んできていただくというためには相当な情報量や発信力が必要であると思うのでありま

す。そこで、その４番目に挙げたここで質問のＰＲ活動の現状についてお聞きをしたわけであ

りますけれども、先ほどの説明によりますと町の広報紙並びにセミナー、あとは以前ですとふ

るさと納税の助長のために関西圏の新聞広告、首都圏ですか、そういうこともやっているとい

う事実があったようでありますけれども、今後も追尾した新しい新年度、そのＰＲ計画はある

のか。あるとしたらどの程度の規模でどの地域にどういう形でそのＰＲ活動、要するに勝ち抜

くための戦略の一つですよね、そういったものをどのようにお考えになっているか、もしあれ

ばご披露いただきたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） まさに選んでいただくためには特徴というものは非常に重要だと思って

おります。やはり町としては音楽とアウトドアということを中心にＰＲをしてきておりますの
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で、そこはほかとはかなり差別化できていると思っております。 

  また、現在テレワーク推進事業を推進しておりまして、民間の事業者が開催するマッチイベ

ントに２度参加しております。これは、地方に進出する希望をお持ちの企業と自治体を結びつ

けるマッチングイベントでございまして、２回参加し、現在個別に加美町と商談をしたいとい

う企業さんが二十数社ございますので、こういった業者さんが加美町のプレゼンテーションを

聞いて加美町の魅力を感じて今積極的にアプローチをしてくださっているということがござい

ますので、そういったことも通して移住定住につなげていきたいなと。サテライトオフィスの

開設、そして移住定住につなげていきたいと、そんなふうに思っておるところでございます。 

  またＰＲでございますけれども、やはり町だけでは限界がありますので民間の事業者、これ

を有効に活用する必要があると思っております。ですから、民間の事業者の有効な活用という

ことも今も行っておりますが、今後しっかりやっていきたいと思っておりますし、それから昨

年度実施しました首都圏での新聞広告、これは加美町のＰＲと併せてふるさと納税につなげて

いきたいという思いで紙面に掲載いたしましたけれども、今年度も、詳しくはあとは企画財政

課長から答弁させますけれども、今年度も計画をしているところでございます。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  今年度もふるさと納税の広告につきましては、12月10日前後に読売新聞を対象に首都圏65万

部について広告を流す予定でございます。実績なんですが、昨年もかなり12月に納付がござい

ました。今年度も引き続き首都圏を対象に広告をお願いしていきたいと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤 淳君。 

○16番（伊藤 淳君） その事業がまたさらに功を奏するということであると望みをかけます。 

  今、先ほどから町長が我が町が行っている移住定住の事業だということで244名、先ほど出

ていた子どもさんが生まれて259名になっているということなんですけれども、その数字の算

出の根拠ということは何なんでしょうか。 

○議長（早坂忠幸君） ひと・しごと推進課長。 

○ひと・しごと推進課長（橋本幸文君） ひと・しごと推進課長、お答えをさせていただきます。 

  町では、各種移住政策を通じましてそれぞれ移住してきた方々、その方々の情報につきまし

ては各種申請、ファミリー住ま居る住宅取得補助金であればその際の申請書、その書類の中に
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それぞれ移住をされる方々の人口動態についてご記入をいただいております。また、地域おこ

し協力隊ですとかそのほかの施策を通じまして町に移住していただいた方につきましても町に

そういった情報を登録していただいておりますので、転入していただく際に何人でいらっしゃ

っているかという情報をつかませていただいておりますので、まずそれを各年度ごとに集計を

させていただいて、先ほど町長からお話をさせていただきました平成27年度から現在に至るま

での移住者数244名という数字を積み上げで算出をさせていただいております。その後につき

ましては、その方々に対しまして各年度ごとに現在の状況調査をさせていただいております。

そうした中で、お子さんが生まれたりご結婚されました、そういった方々の人数をプラスさせ

ていただいたり、あとはお子さんが大きくなって転出をされればそういった形で年度末に関し

ましては減するような形で、それぞれ移住してきていただいた方々の世帯の状況を各年度ごと

にこれまでも追跡で調査をさせていただいておりまして、令和２年度末現在で259名が定住を

していただいているという数字になってございます。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤 淳君。 

○16番（伊藤 淳君） その事業ということの視点ですれば、そのデータの集積というのは正し

いのだと思いますけれども、たまたま今まで加美町ですと非常にたくさんの誘致企業がありま

した。いろんな会社がほとんど、ついこの間もグリコがいなくなったり、そういったことで移

住の面で何名増えたはいいんですけれども、出ている部分のほうがめちゃめちゃ多いのではな

いかと感じます。その際に、そのデータの集積の仕方として社会増減数、要するにこの事業を

始めますよといったときの人口を調べて、その事業が終わりというかある一定のレベルでそれ

を引いた人数をまず押さえておいて、自然に増えたり生まれたり亡くなったりというそういう

ことの出入り、その全てでもって社会増減数というものを把握しないことには、移住して何人

だからこうだというだけでなくて、唯一町でデータとして取れるのは転入と転出のみになるわ

けです。そのデータが結局移住定住の事業がどのように反映されているかという中身までの分

析はできないわけで、当然その今ひと・しごと推進課長が言ってくれたそのデータで数字とい

う把握はいいんでしょうけれども、その中身もどうだということで考察をすることも必要なの

ではないかと。実際その事業だけで増えた、増えたと言っているんですけれども、出ている会

社のほうが絶対多いわけです。私が知り得る限りでも50人、100人、それぐらいはもう出てい

ます。会社もなくなっていますし。そういった視点も今後必要なのかと思うんです。 

  それで今、どうしても移住定住というと数だけの論理になるんですけれども、つい先日宮城
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県のある新聞社に載っていた特集なんですけれども、秋田県の五城目町の地域持続可能性につ

いての現地の調査研究を続けているある先生がいて、ある先生というよりも東大大学院の工藤

さんという助教なんですけれども、その人によると移住定住の可能性については人口減そのも

のが悪いというよりも地域の活動量が減ることで住民の生活が維持できなくことが問題であり、

町をこれまでどおりに維持するのは無理があると。活動量を維持するには何が必要なのかと、

人口の減少幅を移住定住で埋めようとするのは現実的ではなくて無理があるのではないかとい

う見解があります。人が1,000人減ったとしても年間1,000人が町を訪れてくれれば、活動量は

それだけ減らなくて様々な職種や年齢層の人が訪れていろんなことでマッチングをするという

ことで新たな活動が生まれるであろうと。まさに今現在進んでいる要するに小野田地区、宮崎

地区のあの事業がそういうことをいっていると思うんですけれども、まだ功を奏するまでには

至っていないという状況だと思うんですが、そのどうしても今町が取り組んでいるということ

では新しい思想や価値観などというような異質なものに対する排除じゃなく受入れをしている

という今現実があります。それが非常にすばらしくて、今後も発展につながるであろうという

私は評価をしているんでありますけれども、そういったことで移住定住の数、数ということで

ばっかりおっしゃられますけれども、そうではないというような視点も必要なんではないかな

と思うんですけれども、この研究成果については、町長、どのようにお考えになりますか。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 実はこの数なんですが、移住者の数というのは正確には把握できており

ません。なぜかというと、今私どもが答弁したのはあくまでも町の制度を通して移住してきた

方の数でございまして、町の制度を通さずに移住してきている方々もいらっしゃいます。です

から、正確な数ではありませんけれども、皆さん方に一つの成果の目安として数ということを

お示しさせていただいております。 

  当然、転移する方もいらっしゃいます。ただ、今回の制度は、20代の制度は転入する方だけ

のためではなく町に残る方、高校卒業して就職先は町外であっても隣町であっても加美町に住

み続ける方に対してもお祝い金を差し上げるとか、奨学金もそうなんですけれども、奨学金も

よそから来た方だけじゃなくて地域の方でも対象になりますので、できるだけ流出しないよう

にそして外部から来ていただけるようにと、そういったための施策を講じているということで

ございます。 

  先生がおっしゃるとおり、この人口減少はこれはもう歯止めはかかりません。日本全体がそ

うですし、宮城県内を見渡せば仙台、その近郊以外はこれは人口減少しているという状況にあ
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りますので、移住定住策を講じたからといって全体の人口減少を止めることはできないと思っ

ています。ただ、大事なのは今先生が活動量というお話をされているようでありますけれども、

いわゆるこの活動人口ということもありますようにどれだけ地域で活動する方、まちづくりに

関わる方が増えていくかという、これは私は非常に重要だと思っております。そういった中で、

地域おこし協力隊なりそれから外部から来た方々がまさにその活動人口の増加につながってい

るだろうと思っております。ただうれしく思っております。ですから、数がどうこうというよ

りは、移住してきた方々が十分に加美町で力を発揮できるように、地域の一員として地域づく

りに携わっていただけるように、またお褒めいただきましたけれども、まさに様々な多様な人

材が加美町に来るということが魅力あるまちづくり、そして新たな若者たちを呼び込むために

重要でありますので、我々はビーハイブ構想といっておりますけれども、ハチの巣にハチがこ

うやってきて、飛び立って、またやってきてと、そしていずれ定住していくというようなそん

なことを想定しながらテレワーク推進事業なども進めているところでございます。将来のこと

も勘案しながらしっかりとこの事業を進め、そしてサテライトオフィスの誘致等につなげてい

きたいと思っております。 

  よろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤 淳君。 

○16番（伊藤 淳君） とにかくこれは終わりのない事業でありますから、これでいいんだとい

うこともないですし今もまだまだその途中であります。地域を活性化させるいろんな手法とい

うか、過去にもいろんなことをやってきて時代が回ることによって同じことを繰り返している

パターンがあるんですが、先人を学べというようなことも必要かなと思いますけれども、地域

の活性化にはよそ者とか若者とかばか者を活用しろという言葉がよくあります。移住定住の事

業においては、本業を持つ移住者が兼業副業という思考を通じて移住先で活躍できる場を見い

だすこと、まさに今やっている移住者が行っていることだと思うんですけれども、町はその場、

移住者が来ました、それだけじゃなくてその人たちが何かで会える場とか出会いのその機会を

与えることで地域に変化をもたらすことができるのではないかなと。その仕掛けを町がするべ

きだと、そのように思うんですけれども。地方が本当に求めていかなければならないという今

からのものの考え方は、移り住む人の数ではなくて移り住んだ人たちにその地方に活性化をも

たらす何か、ゲームがあるとすればゲームチェンジャーになっていただくというようなことで

町が働きかけるという政策が必要なんではないかと思います。その点、後でお答えください。 

  それで、協定した３社との関わりが町として今後はどのように、リロカリコクリさんとあわ
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えさんと、あともう一つどこでしたっけ、巻組さんですか。その現在進行形というその事業に

大きく期待するわけでありますけれども、いずれにしても町に住む人たちというのは長年生活

してきた人たちの発想では……（「発言時間が終わりましたのでまとめて質問してください」

の声あり） 

  そういったことで、今の質問を最後にしてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 最後ですので私から。 

  おっしゃるとおり、しっかりとこのテレワーク推進事業等を通して多様な人材が加美町に来

て、そしてその方々が加美町でまちづくりに積極的に関わっていただくと、そのことによって

町全体が活性化していくと、そしてまた人が人を呼び込むという循環をつくってまいりたいと

思っています。 

  以上です。よろしくお願いします。（「終わります」の声あり） 

○議長（早坂忠幸君） 以上をもちまして、16番伊藤 淳君の一般質問は終了いたしました。 

  昼食のため暫時休憩いたします。13時まで。 

     午後０時０７分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     午後１時００分 再開 

○議長（早坂忠幸君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  通告３番、８番伊藤由子さんの一般質問を許可いたします。ご登壇願います。 

     〔８番 伊藤由子君 登壇〕 

○８番（伊藤由子君） それでは、通告に従いまして質問いたします。 

  企業による風力発電事業について、何回目になったかもう忘れるくらいですが、まだこれは

解決していませんので追跡したいと思います。 

  加美町を含む近隣自治体に計画されている風力発電事業のほとんどが環境影響評価の方法書

という段階に入っています。また、具体的に環境調査の足がかりをつけるべく実地調査に入っ

ているとの情報もあります。 

  一方で、町内においては風力発電事業について話題になることが増えてきていると思います。

そういった傾向にあると思います。十分な情報がないためか日に日に不安が増していくように

私には思われます。住民の不安や心配の軽減、払拭が必要と考え、以下の点についてお伺いし

ます。 
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  １番、ＪＲＥ宮城加美ウインドファームの進捗状況と町の関与について。 

  ２、これまで宮城県知事に提出した意見書のその後の経過、顛末についてお伺いします。宮

城西部風力発電事業、宮城山形北部II風力発電事業としか書いていませんが宮城山形北部風力

発電事業も含まれます。ウィンドファーム八森山。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

     〔町長 猪股洋文君 登壇〕 

○町長（猪股洋文君） それでは、企業による風力発電事業について答弁をさせていただきます。 

  ２点ございましたので、まず１点目。 

  ＪＲＥの宮城加美ウインドファーム事業の進捗状況につきましてご説明申し上げます。 

  昨年度、送電線工事に着手しております。今年度は、送電線工事、伐採工事、造成工事、風

車の基礎工事が行われております。10基のうち１号機から４号機は基礎工事が完了し、５号機

から７号機は造成工事、８号機から10号機は基礎工事が行われております。冬期間は休工とな

りますが来年度以降も引き続き工事を行い、令和６年度の運転開始が予定されております。 

  町の関与につきましては、環境影響評価法に基づき配慮書、方法書、準備書の各段階におい

て県知事に対して意見を述べております。また、道路占用許可、農地転用許可、埋蔵文化財な

どの手続など各担当課において許認可等の対応を行っております。 

  ２点目の、町の意見とその後の経過についてお答えいたします。 

  仮称でありますけれども宮城西部風力発電事業、宮城山形北部II風力発電事業、ウィンドフ

ァーム八森山のいずれの事業につきましても、環境影響評価法に対する意見として多くの意見

を述べております。 

  主なものといたしまして住民説明会の開催、災害・騒音及び超低周波音、風車の影、電波障

害、動植物、景観などへの影響について適切に調査を行い、影響を回避または十分に低減する

よう、できない場合は事業計画の見直しを行うよう意見を述べております。町が意見を提出し

た後の経過につきましては、県知事は、各市町の意見や各分野の専門家で構成される宮城県環

境影響評価技術審査会の答申を踏まえ経産大臣へ意見を述べることとなります。経産大臣は、

県知事の意見を勘案して方法書を審査し、事業者へ必要な勧告を行うこととなります。 

  次に、各事業の進捗状況についてご説明いたします。 

  宮城西部風力発電事業につきましては、８月に経済産業大臣の勧告を受け騒音、猛禽類、景

観などの調査が開始されております。町の意見への対応としましては、意見で指摘した懸念事
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項を踏まえて事業計画案が作成することになります。災害に関しましては、地形情報の収集を

行った上で危険エリアを回避する事業計画が検討されております。 

  宮城山形北部II風力発電事業につきましては、審査会等の意見を基に現地調査が行われてお

ります。平行して測量、風況観測機の設置を進め事業計画の熟度を上げている状況であります。

町の意見への対応としましては、意見に係る懸念事項について対応すべく調査手法の再確認、

再検討を行うとともに、関係機関との協議も行いながら進めていく予定になっております。住

民説明会に関しましては、当初１月に予定していた住民説明会が新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止となりましたが、感染が落ち着いてきた６月と７月に住民説明会が開催されて

おります。 

  ウィンドファーム八森山につきましては、宮城山形北部II風力発電事業と同様に現地調査が

行われております。騒音、超低周波音に関しましては適切に調査を実施し、影響の程度を把握

した上で事業計画が作成されることになっております。 

  以上、ご質問の点についてお答えをさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） もう12月２日には船形連峰はもちろんのこと薬莱山にも雪が確認されま

した。着々と工事が進行されていることを知りましたが、これまで各段階において県に意見を

述べてきたことがどう生かされてきたのか、改めて現時点で工事に反映されている点などにつ

いてお伺いしていきたいと思います。 

  発電機設置場所については、ちょっと資料を見ていただきますが、これは皆さんご存じの漆

沢ダムから見た発電機の設置予定場所ですが、ダムのほうから眺めて見てみますともう町有地

の辺りの、ちょっと見えにくいんですがここにちょっと影があります。ここが予定で１、２、

３、４、５、６基ぐらいあるんでしょうか、予定地になっています。景観を大事にしたという

意味でここの場所に予定されています。それから、もう既に４基が、かなり工事が進んでいる

場所が１、２、３、４、ちょっと見えにくいんですがここに設置されています。これは、今ま

で町とのやり取りをしてきたかと思いますが、なるべくこの薬莱山の頭上にというか頂上のほ

うに建ったりして景観を壊すことがないようにというやり取りが行われてきた結果だと思いま

すが、ここにわずかに見えるような、最終的にはここにわずかに見えるようになるだろうとい

う景観を考えた上での写真が提示されています。このことについて、ちょっとどんなやり取り

があったのか簡単に説明して、この経過に至るやり取りについて簡単にお話ししていただけた

らと思います。 
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○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  県に町として意見書を出しているわけでございますが、各分野の専門家によって構成される

宮城県環境影響評価技術審査会の答申も踏まえまして意見を述べることとなります。町の意見

全てが知事意見に記載されているものではございませんが、おおむね勘案された内容となって

ございます。町の意見は、事業所にも伝わったと思われます。その中には、やはり災害の影響

とか景観とか環境、そういったものを町の意見として県に提出しております。専門家の中でい

ろんな自然とか景観とかそういったものを意見を受けて、事業所がその対応に当たっていると

いうような内容でございます。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） 最もみんなが気にしていた景観については、このような結果になるだろ

うという資料を業者からいただきまして提示させていただきました。 

  それで、住民が個人的に見学に行ったりして帰ってきた折に一様に口をそろえて言うのは、

発電機が設置されることによってまたは送電線工事が行われることによって伐採される森林と

いうのはどれくらいの範囲なのか、どれくらいの量なのかということを口をそろえて言うわけ

なんですが、それについては８号機から10号機までの工事が終わった時点で一体どの程度の森

林伐採が行われたものなのか、確認ができていらっしゃいましたらお聞かせください。 

○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  この森林伐採につきましては、県の林地開発許可に基づきまして行われたものでございます。

事業全体では、伐採する面積は7.8ヘクタールでございます。そのうち、今度は2.6ヘクタール

が植林という形で行われると聞いてございます。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） 全体だと7.6ヘクタール、そのうちの2.6ヘクタールには植林をしていく

というお話でしたね。 

  それで、7.6ヘクタールのうちの３分の１ぐらいに至るでしょうか、その植林をしていくと

いうのは。私たちが見た、一番先に見学しに行った折にはあの辺はあまり雑木とかなかったよ

うな気がするんですが、そういうところも含めて全てのところに植林をしていくということで
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理解してよろしいんでしょうか。たしかブナの木を、ブナの苗を200本とか何メーターの間隔

にあるいは何ヘクタールかの間隔に200本とかというのは記憶にあるんですが、それはどうな

っているのか、もう一度お願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  計画の中では10基ございます。１基から４基につきましては、これは町の土地でございまし

て草地というような形で対処してございます。一番は、奥に向かいますと５号機から７号機そ

してその部分が大分伐採の面積が多ございます。で、８号機から10号機につきましても、奥の

奥ですのでかなり伐採工事が行われたところでございますが、その部分について植林をすると

いうようなことでございます。（「ブナでしょ」の声あり）ブナのです、すみません。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） 私、丸森町に確認をいたしました。というのも、10月末にＮＨＫの深夜

番組で、丸森の洪水が、風力発電事業をすることによって送電線工事の道路が大雨によってあ

そこが川となって河川に注ぎ込んだために、かなりその河川が痛手を受けたんじゃないかとい

うような放送があったということを町民から聞かされまして、絶対そういうことがないように

してほしいときつく言われましたので丸森に確認いたしました。ところが、まだまだそういっ

た送電線工事はおろかまだ発電機の設置もまだしっかりできていない状態なので、そういう発

言については町としては確認できないしそういうことはまずあり得ない、まだ道路もできてい

ない、発電機も設置されていないというお返事がありましたので、私に訴えた人は聞いていら

っしゃるかもしれませんけれども、そういった送電線工事とか伐採した跡が今頻発しておりま

す気候変動による豪雨とかの影響を受けたりしないようなそういった対策をぜひお願いしたい

ものだと思います。町としてもそこのところは十分配慮して提言、提案していってほしいと思

います。 

  じゃあ、次の質問なんですが、一番最初にその各発電事業所ごとにどういうことが問題にな

っていて町はどんなふうな提言をしているのか、指示、提言をしているのかということを確認

していきたいと思います。 

  一つ目は、ウィンドファーム八森山です。令和３年７月に県知事の意見書が出されています。

区域の大部分は、水源涵養保安林に指定されているほか地滑り地形など災害リスクの高い地域

も含まれているという知事の発言の記載がありました。さらに、次のような表現がありました。
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法的、地形的に重大な制約のある地域であるという表現があったんですが、ここについては私

は勉強不足で全く知りませんでしたので、その法的、地形的に重大な制約がある場所とはどん

な場所を指すのか。八森山についてお伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  今のご質問にありました意見書の記載している法的そして地形的な重大な制約というものは

何かということでございますが、宮城県が作成いたしました風力発電に係る県全域ゾーニング

マップにおいて区分されておりますエリアでありまして、この八森山につきましては、まず１

つが保安林、２つ目には積雪の量、雪の深さですね、あとは風況、風の強さ、さらには系統連

携、いわゆる送電線と電力との距離ですね、そういったものの制約が該当するようでございま

す。今のところは、県のゾーニングマップから引き出すところによりますとこの４点が該当に

なる部分でございます。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） そういったことを今初めて聞いたわけなんですが、私は八森山は発電機

と民家との距離が最も重大な問題じゃないかなと考えていたんですけれども、それだけではな

くこういった保安林であるとか積雪のかなり多いところだとか、送電線との距離についても配

慮を要する場所なんだということを確認いたしました。こういった重大な影響が回避、制限で

きないときは事業計画の見直しをするようにとあるんですが、それは事業者にはきちんと伝わ

っているものでしょうか。 

○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  今申しました内容につきましては、事業者にはきちんと文書で回答がいってございます。も

しその部分がおろそかになった部分につきましては、回避または基地数の削減というような形

で対処するということを聞いてございます。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） じゃあ、きちんと伝わっているということですので、それに従って事業

者は調査をする、検討しているということを確認していくことは町にとっては責任ある立場に

あるかと思いますが、ぜひそういったことを確認していただきたいと思います。大丈夫でしょ
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うか。 

○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  今申し上げましたように、あくまでも意見という形での話でございますが、最終的にはそれ

が実行されるまでの中には必ずその道を通り抜けて許可というものが出ますので、極めて重い

意見だと理解してございます。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） じゃあ、次に、宮城北部風力発電事業について確認していきたいと思い

ます。資料をお願いします。 

  これは、宮城県のホームページの中の緑の回廊を示す地図の中にあるものです。 

  これが全体で、ここが栗駒国定公園、そして最上郡とあります。ほとんどが宮城北部を表し

ている。加美郡がこの辺です。船形山植物観察保護林とありますが、全域が生物生態的に重要

な保安林の場所であるということで緑の回廊と名づけられている。東北には、白神山地からず

っと続いてこういう場所が緑の回廊と示されております。 

  昨年の６月10日付で加美町では意見書を出しています。保安林鳥獣保護区に指定されている

地域、動植物の移動経路として森林は保護されるべきであって事業区域から除外することと緑

の回廊について町長名で意見書を出しています。知事も同様に、生態系への重大な影響が懸念

されるとして事業区域から除外することという意見を同じように出しています。 

  先ほども確認いたしましたが、事業者はこのような意見に対して無視できるものでしょうか。

計画の変更などの検討は今後されていくものなのかどうか、町としてのお考えについてお尋ね

します。 

○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  この緑の回廊につきましては、町では専門家等の意見を踏まえまして環境への影響の回避を

最優先に考えていただきたいということで意見を出してございます。 

  事業者は、現地調査を実施いたしまして、この緑の回廊の機能を損なわないように事業計画

を検討していることとなってございます。このような内容で事業者は参考にしながら、林野庁、

宮城県などの関係機関と協議を行いながら検討していくということになってございます。 

  担当機関は、意見書も踏まえまして許認可を判断するということでございますので、大きな
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影響力があるものと思ってございます。事業者もこの意見を全く無視して事業を進める考えは

ないように聞いてございます。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） 宮城山形北部電力は、一応予定では90基を予定していますが広範囲にわ

たりますし、緑の回廊ももちろん広範囲ですので、こんなに多くの基数がこの緑の回廊を避け

てできるとは私も考えてはおりませんが、ぜひこういった生態系的にも、持続可能な発電機づ

くりをしていくためにも、ぜひここのところは確認して強く意見を言っていっていただきたい

と思います。 

  それから次に、今日のメインにしたいと思っておりました西部発電事業についてお伺いしま

す。 

  先日、11月21日に旭公民館で加美町の未来を守る座談会というのが開催されました。40名余

りの参加者があったかと思います。色麻の町議さんの講演と川渡からいらした研究者というか

住民代表の人たちの人の講演がありました。 

  そこで私も知らないでいたんですが、この間確認をしました。８月、経済産業大臣の勧告が

あったんですが、それを例えば加美町の西部風力発電事業に対するパブリックコメント、多分

旭地区その他加美町全域から集まったんだと思いますが、延べ38件ありました。その38件のう

ち一番多かった11件が環境問題、自然破壊とか動植物への影響とかそういったことを心配する

意見が延べ11件でした。その次に多かったのが、低周波等の健康への影響、それが８件。７件

が私ずっと追跡しております渡り鳥の問題、ハクチョウとかサシバとかほかの大きな渡り鳥の

問題、７件ありました。そういったことがパブリックコメントにもあったことに大変私は驚い

ています。こんなにみんなが心配しているんだと、これは住民の本当に率直な意見なんだとい

うことを確認いたしました。 

  こういったことについて町はどのように受け止めていらっしゃるのか、お伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  まずもって、町民から38件のうち11件が環境に対する質問ということでパブリックコメント

がございました。今現在、方法書でございますが、その中でまずは生活環境、土砂災害、騒音、

景観、動植物といった内容があったものと思っております。その中で特にこの渡り鳥ですね、

ハクチョウの通り道というものもございます。これにつきましては、専門家の意見を伺いなが
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ら検討していただくように事業所にも申し伝えてございます。 

  この事業者は、その地元の協力者がなければルートが分かりません。そういったところで地

元の専門家を調査の中に入れまして調査を進めるように話をしてございます。それを踏まえま

して、調査方法、調査時期も冬場、夏場いろいろありますけれども、そういったものも勘案し

て県の審査会で意見をいただくことにしてございます。 

  また、低周波につきましてはいろんな情報がございますけれども、この低周波音というのは

例えば自動車とかエアコンでもこの低周波は飛んでくるわけでございますが、特に車とかエア

コンで具合が悪くなったという話も聞いてございません。そういったものを受けまして、例え

ばこの前石巻市の風力発電を視察してまいりました。その中でも自治会長さんが言う話では全

く問題がないというお話も聞いてまいりました。いずれにしても、その風力発電の距離そして

地形、そういったものの地域ごとの状況を踏まえて適切に調査をすることが大事と理解してご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） 旭地区の勉強会で出た意見を全部紹介するわけにはまいりませんけれど

も、日本野鳥の会宮城県支部の意見書も詳しく出ております。その中に、計画書、環境配慮書

とか方法書を見たけれども通年でデータを取得できるような調査計画になっていないので、通

年で調査をするような計画に変更すべきではないかという意見もありました。ハクチョウ等々

の渡り鳥については、春から冬ずっと、来年帰るまでの間何回か観察する必要がある、またレ

ーダーを用いての調査をすべきではないか、現地の住民に詳しい情報を得る必要があるのでは

ないかといった３点の要望というか指示、意見がありますが、こういったことでそれが生かさ

れたり、そういうことを業者がどのように捉えているかということを情報としてありましたら

お聞かせください。 

○議長（早坂忠幸君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（武田守義君） 企画財政課長でございます。 

  いろんなデータがあるかと思います。やはりそのハクチョウの通り道につきましては、適切

な調査が必要と認識してございます。数字的には今ここにございませんけれども、データとし

てはやはり必要な書類かと思ってございます。いずれにしても、一年を通してその動向をデー

タとして収集する必要があると認識しております。今後も事業者と県といろんな形で協議をし

ながら進めていきたいと思ってございます。 
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  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤由子さん。 

○８番（伊藤由子君） 時間になりましたので。私は、今日の目的は住民の不安や心配を少しで

も低減したい、払拭したいという思いでした。今日の質問に対して答えた町の答弁が、少しで

もそういったことに役立つ具体的な内容になっていたかどうだかを町民は判断しているかと思

います。これからもぜひそういった町の安全安心のために努力していっていただきたいと思い

ます。 

  一言ありましたら、町長、お願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） この再生可能エネルギーの取組は、これは進めていかなきゃならないと

思っております。ただ、この中でやはり人との共生、自然との共生、これが非常に重要だと思

っておりますので、町としても様々な町民に対する、町民の不安払拭あるいは自然環境の保全、

災害防止、そういった観点から今後ともしっかりと事業者には意見を申し上げ、そしてその意

見がどのように取り上げられ事業変更がなされていくのかということも注視しながら取り組ん

でまいりたいと思っております。 

  以上、よろしくお願いします。（「終わります」の声あり） 

○議長（早坂忠幸君） 以上をもちまして、８番伊藤由子さんの一般質問は終了いたしました。 

  暫時休憩いたします。13時50分まで。 

     午後１時３７分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     午後１時５０分 再開 

○議長（早坂忠幸君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  通告４番、13番伊藤信行君の一般質問を許可いたします。ご登壇願います。 

     〔13番 伊藤信行君 登壇〕 

○13番（伊藤信行君） それでは、通告４番、伊藤信行、一般質問をいたさせていただきます。 

  午前中に移住定住について副議長より本当に8,000ベクレルを超えるような高度な質問をい

ただきまして、私なんぞは400ベクレル以下の質問でございますので、町長、ひとつよろしく

お願いします。400ベクレルといっても、獅子はもう相手が大きくとも小さくとも全力を   

をするそうですから、町長にはぜひ手抜きのない答弁をお願いしたいと思います。 

  それでは、質問させていただきます。 
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  町長は、就任以来、移住定住を政策の柱としてきましたが、その成果の見える化が私は足り

ないのではと考え、以下のような３点についてお伺いいたします。 

  １つとして、過疎地などに移り住んで地域の振興に取り組む地域おこし協力隊制度がありま

すが、全国では６割程度の隊員が活動地域へ定住しているようですが、我が町では現在まで何

人ほどの隊員が移住しておられるか。また、その移住された隊員の人たちが就農や起業により

地域経済に寄与されているわけでございますけれども、我が町ではその経済効果がどれほどあ

るか、伺います。 

  また、２点といたしまして、20代、30代の生産年齢人口が急激に流出しております。また、

この年少人口の流出も見受けられるようですが、町で講じている対策の具体的な内容をお伺い

したいと思います。 

  ３つ目として、高齢化に伴う支出の増加傾向は明らかでございますが、高齢者が働きやすく

住みやすい地域づくりのための高齢者への再就職支援策はどうなっているか。 

  この３点を伺います。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

     〔町長 猪股洋文君 登壇〕 

○町長（猪股洋文君） ベクレル数は低ければ低いほど安全でございますので、大歓迎でござい

ます。 

  それでは、しっかりと答弁をさせていただきたいと思います。 

  移住定住につきまして３点のご質問がありましたので、１点ずつお答えをさせていただきた

いと思います。 

  まず、地域おこし協力隊制度についてのご質問でありました。 

  この制度は、平成21年度に創設されまして、令和２年度特別交付税ベースでは全国で1,065

団体、5,464人が活動をしております。 

  加美町では、平成22年度より活動をスタートいたしまして、令和２年度末時点で26人を隊員

として受け入れてまいりました。全国の地域おこし協力隊の定住率は、先ほど議員から６割と

いうお話でしたが、全国平均で62.87％となっております。しかし、これは活動地の近隣市町

村への定住も含んだものでありまして、同一市町村内の定住率は全国平均が50.7％となってお

ります。 

  加美町では、１年以上活動した隊員20人のうち定住した隊員は12人でありまして、令和２年

度末での定住率は60％となっております。なお、ひと・しごと支援室を設置した平成27年度以
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降では66.8％、７割近くの方が定住しておりますし、最近ではほとんどの方が定住をしている

という状況になっております。 

  また、ご家族での転入、加美町で新たにご家族を迎えた方、ご結婚された方などなどもあり

ますので、令和３年10月末では定住した隊員12人にご家族等を加えた22人の方々に定住をして

いただいております。 

  定住している隊員のうち農業に従事している方が５人、地元企業に就職した方が５人、起業、

業を起こした方が２人となっております。農業に従事している方々につきましては、受け入れ

ていただいた農業法人や地域の方々のご協力によりまして土地を集積し就農することができて

おります。ですから、この地域おこし協力隊につきましては、職員の努力そして地域の住民の

方々のご協力があってこういった成果が出てきているんだと理解をしております。感謝を申し

上げたいと思います。 

  また、各種協議会委員として、移住した方々、協力隊ＯＢの方々などに移住者の視点でまち

づくりに参加をしていただいております。また、グリーンツーリズムの受入れや地域の方とマ

ルシェを開催するなど、町を活性化するために積極的に関わりを持って活動をしていただいて

おります。こういったことから、地域にとってはもうなくてはならない担い手となって現在活

動していただいているということでございます。 

  町では、このような活動の様子を毎月広報紙に掲載するとともに、隊員が企画構成し年４回

発行しております瓦版、今月１日に第７号が発行されましたけれども、こういったことを通し

て隊員がプロデュースしたイベントの報告や地域活動に参加して感じ取った思いなどを掲載し

ながら活動のＰＲに努めているところでございます。 

  また、こういった活動の様子をＳＮＳなどでご覧になった若者たちが加美町の協力隊やまち

づくりに興味を持って加美町に応募してくる、やってくるという方々も増えている状況にござ

います。 

  ご指摘のとおり、まだまだ見える化という点では十分ではないと思いますが、せっかくこれ

だけ加美町の協力隊員が活躍しておりますので、なお一層発信をしていきたいなと思っている

ところでございます。 

  経済効果、なかなか一言でこれだけの経済効果、何千万円の効果がありますとは言えないわ

けではありますけれども、当然これだけの方々、ご家族を含めて22名が加美町に住んでおられ

ますので当然消費もありますし、それから先ほど申し上げたような農産物の生産、販売、こう

いったことの経済効果も当然ありますし、それからグリーンツーリズムを受け入れることによ
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る経済効果、あるいは当然税収なり地方交付税なり様々な形でその経済的な効果というものが、

きちんと算出しているわけではありませんけれども、あることは明らかであると申し上げたい

と思っております。 

  また、経済をも越えた影響効果、まさに加美町の顔となって活躍してくださる方が出てきて

おりますので、大変大きな効果が出てきていると思っております。 

  また、この協力隊の中に加美町では台湾出身の協力隊もおりまして、今月号の県の国際協会

の会報の第１面、１ページですね、楊さんの記事が載せられておりました。それから、台湾に

おきまして今月の上旬、宮城県をＰＲする番組が日本のＮＨＫに当たる番組で約１時間番組が

放送されましたが、そのうちの30分間は楊さんを中心とした加美町の紹介の放送でございまし

た。こういったことで、将来のインバウンドなどにもつながっていくんだろうということで大

変期待をしているところでございます。確実にこれは経済効果が出てきている、あるいはこれ

から出てくるだろうと思っているところでございます。 

  ２点目の、20代、30代の生産年齢人口が急速に流出しているといった中で町が講じている対

策の具体的な内容はということでございますが、先ほど伊藤 淳議員にも答弁をさせていただ

きました。重複をするわけではありますけれども、改めてご紹介をさせていただきたいと思っ

ております。 

  町では、様々な取組を通しまして先ほど申しましたように10歳未満と30代が増加に転じ、10

代の社会減が大幅に改善されるなど効果を上げております。こういった中にあって、20代につ

いてはご指摘のとおりなかなか改善に至っていないという状況にあります。そうしたことから、

新たに20代について対象とした、ターゲット20と称しておりますけれども、４つの支援制度を

創設したところであります。 

  １点目は、奨学金返済支援事業でございます。上限20万円、最長５年間でトータル100万円

を支給するというものでありますが、昨日もある企業の方が私のところにお見えになって、な

かなかこの人材が確保できないということから東京で採用してそして加美町に異動させるとい

うことも考えていますというようなお話でしたので、このことを紹介しましたら、大変これは

ありがたい制度であるということでございます。恐らく首都圏から移住する方もこちらの工場

に就職する方も、手を挙げて、そういうのであれば私が行きますという方も出てくるんじゃな

いかと期待をしているところでございます。 

  それから、２点目としまして、若年者移住促進家賃補助事業でございます。こちらは年間６

万円の最長５年間でございまして、結婚していらっしゃる方については４万円を追加し10万円、
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これを５年間支給するという制度になっております。 

  ３点目の、結婚新生活支援事業につきましては、上限が30万円ということでございまして、

新生活をスタートする際にかかる経費等を対象としたものでございます。 

  ４点目の、ふるさと就職奨励事業、こちらについては初めて就職する方への支援といたしま

して自動車の購入等に充てていただくことができる祝い金として10万円を支給することにして

おります。こちらも、先ほど申し上げたような首都圏で採用になってこちらで働くと、初めて

就職するというような方であればその方にも10万円のお祝い金が支給されますので、企業さん

としてもそういったこともアピールしながら採用してそして加美町で働いていただくという流

れができればいいのかなと思っております。 

  これらの支援制度を通じて、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略は、令和６年度末まで

に社会動態を100人増加させる目標を掲げております。特に、20代を中心とした社会動態です

ね、これを100人、ですから１年にしましたら大体25人増加させるという目標を掲げて取り組

んでいるところでございます。今、順調に申請が来ておりますので、ぜひこの目標を達成した

いと考えております。 

  町では、ファミリー住ま居る住宅取得補助金や今年新たに創設したターゲット20の４つの支

援事業など、移住定住につながる支援制度について広報紙やホームページで随時お知らせする

とともに、その成果として移住につながった人数等については町政懇談会等を通じて町民の皆

様方にお知らせをしておりますし、今後もこういった情報についてはお伝えをさせていただき

たいと思っております。 

  今後とも、町が取組を進めます移住定住施策につきましては、その内容、進捗状況も含め積

極的に町民の皆様方そして町外に情報発信をしてまいりたいと考えております。 

  ３点目の、高齢者への再就職支援策というご質問に対してお答えをいたします。 

  再就職の取組としまして、加美町シルバー人材センターが担っているところであります。会

員数は、令和３年10月現在で184人、受注件数は昨年度は746件、今年度は10月末までに587件

でございました。就業延べ人数は、昨年度は１万2,559人、今年度は10月末までに8,166人とな

っております。 

  町では、加美町シルバー人材センターに対して今年度は昨年と同額の900万円の補助金を交

付予定しております。 

  また町では、無料職業紹介所におきまして高齢者の方々も含めた再就職の支援を行っており

ます。平成29年度から現在までの５年間で無料職業紹介所を通して再就職した65歳以上の方は
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16人となっております。今後とも、町内事業所から求人情報の収集と求職者の雇用創出に努め

てまいりたいと考えております。 

  以上、ご質問３点についてお答えをさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） それでは、ただいまの答弁に対して少し掘り下げて伺ってまいりたいと

思います。 

  町ではコンソーシアムを形成したようでございますけれども、その模式図を見れば町の名前

が見えないんでございますけれども、その辺、町ではどの程度支援なさるのか、伺います。 

○議長（早坂忠幸君） ひと・しごと推進課長。 

○ひと・しごと推進課長（橋本幸文君） ひと・しごと推進課長でございます。答弁をさせてい

ただきます。 

  今ご質問いただきましたコンソーシアムの形成と、こちらにつきましては地方創生のテレワ

ーク推進交付金の事業に伴います構想かと、コンソーシアムかと思います。こちらにつきまし

ては、加美町とあと５つの事業者でコンソーシアムを形成をさせていただいております。こち

らにつきましては、今年の６月に締結をさせていただきまして、加美町を含めて５つの事業体

という形になります。 

  まずは、加美町がこのコンソーシアムの形成に向けて準備をさせていただきまして、この地

方創生のテレワークを推進する上では、町の力だけではなかなかそういった町内外の方々との

つながりを持つという意味では町単体では成し遂げることができない事業になってございます

ので、それぞれの事業項目、分野におきまして既に総合的な見地をお持ちになったり、あるい

はそういった事業の展開を模索しているあるいはしていた事業所さんに加わっていただきまし

てコンソーシアムを形成をいたしました。 

  その事業所の１つといたしましては、地域おこし協力隊のＯＢでありますリロカリコクリさ

ん。あとは、石巻市で既に外からの人材を石巻市に呼び込んで空き家の利活用ですとか町の商

店街の改装、そういったものにご尽力をいただいて復興支援をいただいておりました巻組とい

う事業所さん。あと、一極集中しております都市のそういった需要の方々を地方に事業所を紹

介をいただいて、拠点を地方に移転をしていただいたりそういったことをおやりになっている

徳島県のあわえという事業所さん。そちらを使いまして今、先ほど町長からも答弁をさせてい

ただきましたけれども、ズームで２回にわたってこちらのサテライトオフィスに誘致をさせて
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いただく事業所の募集を行っておりまして、現在二十数社とその地方移転に向けた協議を進め

させていただいております。で、もう一事業所さまにつきましては、やはり金融的な支援です

とか県内あるいは町内の経済状況に詳しい七十七銀行さん。この４事業所さんとコンソーシア

ムを締結をさせていただいて、テレワークの推進に向けた事業の展開を現在進めさせていただ

いているところでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） そこは分かるんですけれども、そこの図の中にちょっと町が入っていな

いから、その辺、どうなっているのかなと思いまして質問させていただきました。 

○議長（早坂忠幸君） 関わりは。ひと・しごと推進課長。 

○ひと・しごと推進課長（橋本幸文君） ひと・しごと推進課長でございます。 

  今の事業構想につきましては、町からご提案をさせていただいておりまして、国の地方創生

テレワーク交付金、そちらの補助金の事業を取得をさせていただいておりまして、今年の４月

の補正予算におきまして予算も計上させていただいて、今町内に２か所空き家を活用したサテ

ライトオフィスの形成をさせていただいておりますけれども、そちらへの補助金交付等々、そ

ういったところも町でさせていただいておりまして、基本的な今の枠組みの考え方につきまし

ては町が主導させていただいて、その４事業所さまとテレワーク推進に向けて事業を進めさせ

ていただいている状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） その空き家を利用してサテライトオフィスですか、そういうのをやると

いうことですけれども、空き家といってもやっぱり何十年と使用した空き家でございますので、

大分、入るまでにはお金もかかるんじゃないかと思うんですけれども、その辺なんかはどうい

う考えでおられるのか。ちょっとその辺も聞かせてください。 

○議長（早坂忠幸君） ひと・しごと推進課長。 

○ひと・しごと推進課長（橋本幸文君） ひと・しごと推進課長でございます。 

  ただいまご質問いただきました、テレワーク推進交付金を活用しまして今２つの拠点を整備

させていただいておりますとご説明をさせていただきました。 

  こちらに関しましては、やはり今年度から町の空き家対策につきましてもひと・しごと推進

課で今担当させていただいております。その状況からいいますと、なかなか空き家の利活用が
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進まない状況の中で、そういったこれまで使われてこなかった空き家を利活用させていただい

てそこに新たなにぎわいを創出をしたいというところから、単なる改修にとどまることなくそ

の空き家の改修後にその地を利用して多くの方々が新たななりわい、あるいは起業、あるいは

交流、あるいは関係人口の創出、そういったところの拠点として活用していただくように今整

備を進めてございます。 

  そちらにつきましては、１か所の施設の改修に約1,600万円ほど事業を投資させていただい

て、それぞれ改修を進めていただいております。その２か所に投じております補助金等々につ

きましては、テレワーク推進交付金の補助金とコロナ対応の地方創生の補助金を活用させてい

ただいて整備を進めさせていただいている状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） それは了解しました、分かりました。 

  次に、隊員の掘り起こしということについてちょっと伺います。 

  国では8,000人を目指して隊員の掘り起こしをやるそうですけれども、我が町でも県北セブ

ンですか、県北セブンと連絡しながら頑張っているようでございますけれども、その辺の大体

どういう考えかお聞かせください。 

○議長（早坂忠幸君） ひと・しごと推進課長。 

○ひと・しごと推進課長（橋本幸文君） ひと・しごと推進課長です。 

  地域おこし協力隊につきましては、平成22年からこれまでに28人の隊員の方を今年度までに

受入れをさせていただいております。その地域おこし協力隊につきましても、やはり活動の範

囲、幅、そういったところも年度年度重ねてくるごとにやはり求められているところも非常に

大きくなってきているのかなと感じております。そういったこれまで活動していただいた隊員

の方が、これまで以上に町に残っていただいて定住をしていただき農業の分野ですとか新たな

分野で起業される、そういったところで活躍をしていただくという、そういった事例が大変多

く見えてきているところは非常に町にとってもありがたいことであると感じてはございます。 

  そういった中で、なかなか移住者あるいは地域おこし協力隊も含めてですけれども、やはり

これまで移住定住に関しましては全国的な取組という形で非常に注目もされている中で、どこ

の自治体でも広く浅くやはり皆さん取り組んでいる状況にもございます。そういった中で、地

域の特性というところで一自治体だけで取り組んでいくだけではやはりその効果を大きく広げ

ようとすることはなかなか難しくなっているのが現状でございました。そういった中で、県北
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の７つの市と町が同じ目的、目標に向かいまして地域の特性を一つの町で生かすのではなく県

北エリアというところで幅広く連携をさせていただく、それは新しい移住者を呼び込むという

だけではなくて今移住をしてきていただいた方々の交流の場、そういったところでもこの県北

セブンの取組を活用させていただいているところでございます。ですので、移住の呼び水とし

て７つの自治体が一つにまとまって募集活動をするとともに、移住をしてきていただいた方あ

るいは地域おこし協力隊の活動、そういったところを幅広くそういった方々と連携しながら続

けていくことで定住につなげていく、あるいは新たな産業を生み出す、そういったところとし

て県北セブンの取組を続けてきている状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） それでは、ＵＩＪターンを望んでも、どうしても都市近郊のほうが働く

場も多いし、そうすると何ていうか、こういう地方の自治体であれば都市近郊の自治体のほう

が一人勝ちになると思うんですよね。なっているんですね、現実にね。ですから、そういう面

でそれに対抗できるような何か町では方策があれば聞かせてください。 

○議長（早坂忠幸君） ひと・しごと推進課長。 

○ひと・しごと推進課長（橋本幸文君） ひと・しごと推進課長でございます。 

  やはり伊藤議員さんがおっしゃるとおり、地域の情勢、そういったところで影響を受けると

ころというのは多分にあるとは実感はしているところでございます。その大きな理由といたし

まして、やはり東京首都圏に近いところでいいますと、毎年度その移住者数が非常に多いのは

山梨県、長野県、そういったところが非常に人気になってございます。また、東北を見てとり

ましても、やはり宮城県の中では断トツ仙台市に対する移住希望者が多い、やはりそういった

状況は否めないと思ってはございます。 

  ただし、これまでそういった活動を平成27年度から続けさせていただいて、それぞれやはり

移住する方のニーズといいますか、そういったものが多種多様にあるというのをつかんでいる

ところでもございます。そういったところから、農業をやりたい、あるいはアウトドア、そう

いった環境で子育てを行いたい、そういったいろんな多種多様な方々の移住希望者の要望がご

ざいますので、そういったところを着実に聞き取りながら、現在ですと移住の前にプライベー

トツアーと申しまして直接その移住する家族の方々がどういった生活を求められているのか、

そういったものを事前に体感、体験をしていただきながら移住につなげる、そういったところ

で協力隊ですとかそれ以外の移住者ですとか、そういったところへ導くような手法なども続け
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させていただいておりますので、やはりそういったところの方々に町が行う事業等々を的確に

届けさせていただく、そういった手法、そういったものも新たに取り組みながら進めていると

ころでございますので、よろしくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） じゃあ、今度はインターンシップについてちょっとお聞きします。 

  インターンシップというと若者の定着させるべき、何ていうんですか、制度みたいですけれ

ども、我が町では企業、何社かやっていますよね、我が町でも。企業とあるいは就農、就農の

インターンシップなんていうのはないんですか、これは。その辺ちょっと、就農、農業の関係

のインターンシップ、そういうのがちょっとあれば教えてください。 

○議長（早坂忠幸君） ひと・しごと推進課長。 

○ひと・しごと推進課長（橋本幸文君） ひと・しごと推進課長です。お答えいたします。 

  インターンシップ制度につきましては、まず町内の多くの事業者さまのほうで高校生、大学

生をターゲットといたしましてインターンシップの受入れを積極的に取り組んでいただいてお

ります。また、そうした中で、やはり町の基幹産業であります農業、そういったところの担い

手不足というところが非常にやっぱり危惧されているところもございますので、３年前からそ

ういった農業に特化した民間の事業所さん、そういった就職サイトの事業所さんを活用させて

いただいて就農フェスというのに参加をさせていただいております。そういったところに参加

をすることによりまして、やはり就農したいあるいは自立して農業を行いたい、そういった考

えを持つ若い方々がやはりそのサイトを常に注視して閲覧していただいている状況がございま

して、毎回、毎年参加をさせていただくたびに多くの皆さんに加美町のブースを来場していた

だいている、そういった状況がございます。 

  それで、そういった方々に実は、先ほど移住の体験をしていただいているとお話を申し上げ

ましたが、その移住ツアーの制度等々も使いまして実際に町の農家さん、それは稲作農家さん

であったり畑作、あるいは畜産業、そういったご希望される方々のメニューに合わせて地元の

農家さんを紹介をさせていただいて農業体験を実際にしていただいているところでございまし

た。 

  昨年と今年、今年ですね、今年に関してはやはりセミナーに参加をして希望はあったんです

けれども、コロナ禍ということでなかなか受入れ農家さんとの調整ができずにおりましたが、

今後も引き続きそういった農業分野でのインターンシップの受入れにつきましては来年度以降
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も適宜継続をして取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） 次に、子育て世帯の転入が、この間の町政報告懇談会で子育て世帯の転

入が大幅にアップしているということでございますけれども、その辺で何が起因しているもの

か。私は、この子育て、仕事と育児を両立しやすい環境づくりがなされているのかと思います

けれども、その辺、どうなんですか、伺います。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） やはり子育て環境がいいと評価していただいていると思っております。

ですから、子育て世代で転入してきてくださっている方は、先ほど申し上げましたように広原

のスマイルタウンであったり、それから小野田のレインボービレッジであったり、あとは住ま

居る補助金を使って、これはどうしても中新田地区中心ですけれども他の近隣自治体などから

移住してきているという方々がいらっしゃいます。やはり子育ての充実、さらに加美町のアウ

トドアの取組であったりそういったまちづくりの取組、そういったことを評価していただいて

移り住んできていただいていると理解をしております。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） それだけであれですから、大幅にアップということですけれども、幾ら

ぐらい増えているものか、その辺をお伺いします。 

○議長（早坂忠幸君） ひと・しごと推進課長。 

○ひと・しごと推進課長（橋本幸文君） ひと・しごと推進課長、お答えをいたします。 

  先ほど町長からお話もございました、それぞれ町で宅地造成事業をさせていただいて、そこ

に人、移住者を呼び込むためのファミリー住ま居る住宅補助事業というのを平成27年度から実

施をしてございます。それで、これまで令和２年度末まで６年間実施をさせていただきまして、

その当時申し込みの段階でいただいた方々というのは165人、この制度を使って申込みをいた

だいております。これが、実際に令和２年度末の定住者の人口といたしましては186人に増え

てございます。この制度だけで移住してきた方々だけでも21人はこの６年間の間で増えている、

こういった方々の定住率の高いところが、町で先ほど259人の定住につながっておりますとい

うところの大きなところを占めている要因にはなっているところでございます。 

  以上でございます。 



- 56 - 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） これは税制面でも大分我が町は緩和されているのかなとも勝手に思って

いるんですけれども、どうなんですか、その辺は。 

○議長（早坂忠幸君） 副町長。 

○副町長（髙橋 洋君） 副町長です。 

  今ご質問の件ですけれども、税制面というよりも例えば医療費を高校生まで無料にしている

とか保育料についても国基準の55％に抑えているとか、そういったことが大きな要因ではない

かと思っております。 

  あと、税収については、当然移住してきたことにより町民税等も増えますし、うちを建てる

ことでの固定資産税の増にもつながっていると理解しておりますし、人口が増えることで当然

交付税もプラスになるということであります。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） 了解しました。 

  それでは、町長に今度お伺いします。定住の定義を町長に伺います。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 特段定住の定義というのはございません。法律的にも特にはございませ

ん。 

  ただ、町としては移住定住といっておりますけれども、例えば国立の例を挙げれば住民票を

移してくださって２年、３年ここに住んでくださる、いわゆる移住してくださると。その後、

住み続ける方、先ほど申し上げたように今年度はお２人が加美町に残って介護の仕事をしてい

ただいていますけれども、そうなりますと今度は定住という定義になっていくんだろうと思っ

ております。 

  ほとんどの例が、住ま居る補助金ですとこれは家を建てているわけですから、もうこれは完

全な定住と、初めから定住といっていいんだろうと思っています。ですから、例えば今後サテ

ライトオフィスをつくると、ここで移住してくる方も出てくると思います。その方が二、三年

でまたお戻りになるのかあるいはここに住み続けるのかというところで移住から定住というと

ころに状態が移っていくんだろうと思っておりますので、町としては先ほども申し上げたよう

にまずはやっぱりこの関係人口をつくるということは、これまでの移住定住策に加えて関係人

口をつくり、その関係人口が実際住民票を移してここに移住してくださる、そして加美町で今

後とも家を建てて子育てをしていきたいという形で定住していくと、そういった流れをつくっ
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ていきたいなと、そんなふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） そうすると、町長。町長は自分では定住していると思っていますか。 

○議長（早坂忠幸君） 町長。 

○町長（猪股洋文君） 住民票も移しておりますし当然税金も払っていますから。残念ながら、

この私のところに土地もありませんので、なかなか土地を買って家を建てるということは私の

財政的な問題で、町だけでなくて我が家も財政、決して楽ではございませんので家を借りて住

んでおりますけれども、望ましいのはやはり移住してきた方々が家を建ててくださるというこ

とだと思っていますが、それぞれのご事情がありますので、中には当然長年家を借りて住み続

けているという方もいらっしゃるし、そういう方は当然一時的じゃありませんから、これは定

住といってよろしいんだろうと思います。 

  以上です。 

○議長（早坂忠幸君） 伊藤信行君。 

○13番（伊藤信行君） 今、町長ね、お金がない、財政的に苦しいと言っていましたけれども、

町長よりも少ない給料で暮らしている、ローンを組んで家を建てている人もいるんですから、

この辺で町長ももう少し財政を、財布をしっかり締めてうちを建てるほどの有余を持つように

頑張っていただきたいと思います。 

  これで質問を終わります。（「ローンも組めない」の声あり） 

○議長（早坂忠幸君） 以上をもちまして、13番伊藤信行君の一般質問は終了いたしました。 

  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議

ございませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（早坂忠幸君） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会とすることに決定

いたしました。 

  本日はこれで延会といたします。 

  なお、明日は午前10時まで本議場へ参集願います。 

  本日は大変ご苦労さまでした。 

     午後２時３２分 延会 
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  上記会議の経過は、事務局長内海 茂が調製したものであるが、その内容に相違ないことを

証するため、ここに署名する。 
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